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(57)【要約】
　ユーザ機器（２、１２Ａ、８００Ａ、８００Ｂ、１０
００）が、ワイヤレス通信システムにおいて使用するた
めに設定される。ユーザ機器（２、１２Ａ、８００Ａ、
８００Ｂ、１０００）は、データブロックと、データブ
ロックの１つまたは複数の繰返しとを含むスケジュール
された送信（６）を基地局（４、１０、９００Ａ、９０
０Ｂ、１１００）に送信するように設定される。この点
について、スケジュールされた送信（６）は、時間的に
送信ギャップのパターンを指定する送信ギャップパター
ン（８）に従って、その中に送信ギャップを伴って送信
される。基地局（４、１０、９００Ａ、９００Ｂ、１１
００）は、対応して、送信ギャップパターン（８）に従
って、その中に送信ギャップを伴うスケジュールされた
送信（６）をユーザ機器（２、１２Ａ、８００Ａ、８０
０Ｂ、１０００）から受信するように設定され得る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信システムにおいて使用するために設定されたユーザ機器（２、１２Ａ、
８００Ａ、８００Ｂ、１０００）によって実装される方法であって、
　データブロックと、前記データブロックの１つまたは複数の繰返しとを含むスケジュー
ルされた送信（６）を基地局（４、１０、９００Ａ、９００Ｂ、１１００）に送信するこ
と（１０２）を含み、前記スケジュールされた送信（６）が、時間的に送信ギャップのパ
ターンを指定する送信ギャップパターン（８）に従って、その中に送信ギャップを伴って
送信される、
方法。
【請求項２】
　前記データブロックと前記１つまたは複数の繰返しとのスケジューリングを指示するス
ケジューリングメッセージを受信することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記送信ギャップパターン（８）が、あらかじめ規定された送信ギャップ期間をもつ送
信ギャップを指定する、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記送信ギャップパターン（８）が前記ユーザ機器（２、１２Ａ、８００Ａ、８００Ｂ
、１０００）のためのあらかじめ規定された最大連続送信間隔を指定し、前記最大連続送
信間隔の後に、前記ユーザ機器（２、１２Ａ、８００Ａ、８００Ｂ、１０００）が、あら
かじめ規定された送信ギャップ期間をもつ送信ギャップを挿入することになる、請求項１
から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記スケジュールされた送信（６）を前記基地局（４、１０、９００Ａ、９００Ｂ、１
１００）に半二重方式で送信することを含む、請求項１から４のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項６】
　前記ワイヤレス通信システムのシステム帯域幅全体にわたって、前記スケジュールされ
た送信（６）を送信することを含む、請求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記ワイヤレス通信システムのシステム帯域幅が１８０ｋＨｚであり、前記方法が、１
８０ｋＨｚの送信帯域幅をもつ前記スケジュールされた送信（６）を送信することを含む
、請求項１から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記データブロックがトランスポートブロックである、請求項１から７のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項９】
　前記送信することが、前記送信ギャップパターン（８）に従って、それらの間に送信ギ
ャップを伴う前記データブロックの繰返しを送信することを含む、請求項１から８のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記送信ギャップのうちの１つまたは複数中に制御チャネルを介して前記基地局（４、
１０、９００Ａ、９００Ｂ、１１００）から制御情報を受信することをさらに含む、請求
項１から９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記制御情報が、前記ユーザ機器（２、１２Ａ、８００Ａ、８００Ｂ、１０００）に、
前記データブロックのさらなる繰返しの送信を休止させる送信停止信号を含む、請求項１
０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記制御情報が、前記基地局（４、１０、９００Ａ、９００Ｂ、１１００）による前記
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データブロックの受信に肯定応答する、請求項１０または１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記送信ギャップのうちの１つまたは複数中に前記ユーザ機器（２、１２Ａ、８００Ａ
、８００Ｂ、１０００）の１つまたは複数の受信機を非アクティブ化することをさらに含
む、請求項１から１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ワイヤレス通信システムが狭帯域インターネット・オブ・シングス（ＮＢ－ＩｏＴ
）システムである、請求項１から１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　ワイヤレス通信システムにおいて使用するために設定された基地局（４、１０、９００
Ａ、９００Ｂ、１１００）によって実装される方法であって、
　データブロックと、前記データブロックの１つまたは複数の繰返しとを含むスケジュー
ルされた送信（６）をユーザ機器（２、１２Ａ、８００Ａ、８００Ｂ、１０００）から受
信すること（１０６）を含み、前記スケジュールされた送信（６）が、時間的に送信ギャ
ップのパターンを指定する送信ギャップパターン（８）に従って、その中に送信ギャップ
を伴って受信される、
方法。
【請求項１６】
　前記データブロックと前記１つまたは複数の繰返しとのスケジューリングを指示するス
ケジューリングメッセージを送信することをさらに含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記送信ギャップパターン（８）が、あらかじめ規定された送信ギャップ期間をもつ送
信ギャップを指定する、請求項１５または１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記送信ギャップパターン（８）が前記ユーザ機器（２、１２Ａ、８００Ａ、８００Ｂ
、１０００）のためのあらかじめ規定された最大連続送信間隔を指定し、前記最大連続送
信間隔の後に、前記ユーザ機器（２、１２Ａ、８００Ａ、８００Ｂ、１０００）が、あら
かじめ規定された送信ギャップ期間をもつ送信ギャップを挿入することになる、請求項１
５から１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ユーザ機器（２、１２Ａ、８００Ａ、８００Ｂ、１０００）に関して、前記スケジ
ュールされた送信（６）を半二重方式で受信することを含む、請求項１５から１８のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ワイヤレス通信システムのシステム帯域幅全体にわたって、前記スケジュールされ
た送信（６）を受信することを含む、請求項１５から１９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ワイヤレス通信システムのシステム帯域幅が１８０ｋＨｚであり、前記スケジュー
ルされた送信（６）が１８０ｋＨｚの送信帯域幅を有する、請求項１５から２０のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項２２】
　前記データブロックがトランスポートブロックである、請求項１５から２１のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項２３】
　前記受信することが、前記送信ギャップパターン（８）に従って、それらの間に送信ギ
ャップを伴って前記データブロックの繰返しを受信することを含む、請求項１５から２２
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２４】
　前記送信ギャップのうちの１つまたは複数中に制御チャネルを介して前記ユーザ機器（
２、１２Ａ、８００Ａ、８００Ｂ、１０００）に制御情報を送信することをさらに含む、
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請求項１５から２３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２５】
　前記制御情報が、前記ユーザ機器（２、１２Ａ、８００Ａ、８００Ｂ、１０００）に、
前記データブロックのさらなる繰返しの送信を休止させる送信停止信号を含む、請求項２
４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記制御情報が、前記基地局による前記データブロックの受信に肯定応答する、請求項
２４または２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記送信ギャップのうちの１つまたは複数中に、前記ユーザ機器（２、１２Ａ、８００
Ａ、８００Ｂ、１０００）以外の、前記ワイヤレス通信システム中の１つまたは複数の無
線ノードと通信することをさらに含む、請求項１５から２６のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項２８】
　前記ワイヤレス通信システムが狭帯域インターネット・オブ・シングス（ＮＢ－ＩｏＴ
）システムである、請求項１５から２７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２９】
　ワイヤレス通信システムにおいて使用するために設定されたユーザ機器（２、１２Ａ、
８００Ａ、８００Ｂ、１０００）であって、
　データブロックと、前記データブロックの１つまたは複数の繰返しとを含むスケジュー
ルされた送信（６）を基地局（４、１０、９００Ａ、９００Ｂ、１１００）に送信するよ
うに設定され、前記スケジュールされた送信（６）が、時間的に送信ギャップのパターン
を指定する送信ギャップパターン（８）に従って、その中に送信ギャップを伴って送信さ
れる、
ユーザ機器。
【請求項３０】
　請求項２から１４のいずれか一項に記載の方法を実施するように設定された、請求項２
９に記載のユーザ機器。
【請求項３１】
　ワイヤレス通信システムにおいて使用するために設定された基地局（４、１０、９００
Ａ、９００Ｂ、１１００）であって、
　データブロックと、前記データブロックの１つまたは複数の繰返しとを含むスケジュー
ルされた送信（６）をユーザ機器（２、１２Ａ、８００Ａ、８００Ｂ、１０００）から受
信するように設定され、前記スケジュールされた送信（６）が、時間的に送信ギャップの
パターンを指定する送信ギャップパターン（８）に従って、その中に送信ギャップを伴っ
て受信される、
基地局。
【請求項３２】
　請求項１６から２８のいずれか一項に記載の方法を実施するように設定された、請求項
３１に記載の基地局。
【請求項３３】
　ノード（２、４、１０、８００Ａ、８００Ｂ、９００Ａ、９００Ｂ、１０００、１１０
０）の少なくとも１つのプロセッサによって実行されたとき、前記ノード（２、４、１０
、８００Ａ、８００Ｂ、９００Ａ、９００Ｂ、１０００、１１００）に、請求項１から２
８のいずれか一項に記載の方法を行わせる命令を含むコンピュータプログラム。
【請求項３４】
　請求項３３に記載のコンピュータプログラムを含んでいるキャリアであって、電子信号
、光信号、無線信号、またはコンピュータ可読記憶媒体のうちの１つである、キャリア。
【請求項３５】
　ワイヤレス通信システムにおいて使用するために設定されたユーザ機器（４、１２Ａ、
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９００Ａ、９００Ｂ、１０００）によって実装される方法であって、
　時間的に送信ギャップのパターンを指示する１つまたは複数の設定メッセージを基地局
（２、１０、８００Ａ、８００Ｂ、１１００）から受信すること（２０６）と、
　データブロックと、前記データブロックの１つまたは複数の繰返しとを含むスケジュー
ルされた送信（６）を前記基地局（２、１０、８００Ａ、８００Ｂ、１１００）から受信
すること（２０８）とを含み、前記スケジュールされた送信（６）が、前記指示されたパ
ターンに従って、その中に送信ギャップを伴って受信される、
方法。
【請求項３６】
　前記データブロックと前記１つまたは複数の繰返しとのスケジューリングを指示するス
ケジューリングメッセージを受信することをさらに含む、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記１つまたは複数の設定メッセージが、各送信ギャップの持続時間を決定するために
使用可能である情報を含む、請求項３５または３６に記載の方法。
【請求項３８】
　前記１つまたは複数の設定メッセージが、前記指示されたパターンの前記送信ギャップ
の周期性を指示する情報を含む、請求項３５から３７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３９】
　前記１つまたは複数の設定メッセージが無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを含
む、請求項３５から３８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４０】
　前記スケジュールされた送信（６）を前記基地局（２、１０、８００Ａ、８００Ｂ、１
１００）から半二重方式で受信することを含む、請求項３５から３９のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項４１】
　前記ワイヤレス通信システムのシステム帯域幅全体にわたって、前記スケジュールされ
た送信（６）を受信することを含む、請求項３５から４０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４２】
　前記ワイヤレス通信システムのシステム帯域幅が１８０ｋＨｚであり、前記スケジュー
ルされた送信（６）が１８０ｋＨｚの送信帯域幅を有する、請求項３５から４１のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項４３】
　前記データブロックがトランスポートブロックである、請求項３５から４２のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項４４】
　前記受信することが、前記指示されたパターンに従って、それらの間に送信ギャップを
伴う前記データブロックの繰返しを受信することを含む、請求項３５から４３のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項４５】
　前記送信ギャップのうちの１つまたは複数中に制御チャネルを介して前記基地局（２、
１０、８００Ａ、８００Ｂ、１１００）から制御情報を受信することをさらに含む、請求
項３５から４４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４６】
　前記制御情報が、１つまたは複数のアップリンク送信を実施するためのアップリンク許
可を含む、請求項４５に記載の方法。
【請求項４７】
　前記送信ギャップのうちの１つまたは複数中に前記ユーザ機器（４、１２Ａ、９００Ａ
、９００Ｂ、１０００）の１つまたは複数の受信機を非アクティブ化することをさらに含
む、請求項３５から４６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４８】
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　前記ワイヤレス通信システムが狭帯域インターネット・オブ・シングス（ＮＢ－ＩｏＴ
）システムである、請求項３５から４７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４９】
　ワイヤレス通信システムにおいて使用するために設定された基地局（２、１０、８００
Ａ、８００Ｂ、１１００）によって実装される方法であって、
　時間的に送信ギャップのパターンを指示する１つまたは複数の設定メッセージをユーザ
機器（４、１２Ａ、９００Ａ、９００Ｂ、１０００）に送信すること（２０２）と、
　データブロックと、前記データブロックの１つまたは複数の繰返しとを含むスケジュー
ルされた送信（６）を前記ユーザ機器（４、１２Ａ、９００Ａ、９００Ｂ、１０００）に
送信すること（２０４）とを含み、前記スケジュールされた送信（６）が、前記指示され
たパターンに従って、その中に送信ギャップを伴って送信される、
方法。
【請求項５０】
　前記データブロックと前記１つまたは複数の繰返しとのスケジューリングを指示するス
ケジューリングメッセージを前記ユーザ機器（４、１２Ａ、９００Ａ、９００Ｂ、１００
０）に送信することをさらに含む、請求項４９に記載の方法。
【請求項５１】
　前記１つまたは複数の設定メッセージが、各送信ギャップの持続時間を決定するために
使用可能である情報を含む、請求項４９または５０に記載の方法。
【請求項５２】
　前記１つまたは複数の設定メッセージが、送信ギャップパターン（８）の前記送信ギャ
ップの周期性を指示する情報を含む、請求項４９から５１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５３】
　前記１つまたは複数の設定メッセージが無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを含
む、請求項４９から５２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５４】
　前記ユーザ機器（４、１２Ａ、９００Ａ、９００Ｂ、１０００）に関して、前記スケジ
ュールされた送信（６）を前記ユーザ機器に半二重方式で送信することを含む、請求項４
９から５３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５５】
　前記ワイヤレス通信システムのシステム帯域幅全体にわたって、前記スケジュールされ
た送信（６）を送信することを含む、請求項４９から５４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５６】
　前記ワイヤレス通信システムのシステム帯域幅が１８０ｋＨｚであり、前記スケジュー
ルされた送信（６）が１８０ｋＨｚの送信帯域幅を有する、請求項４９から５５のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項５７】
　前記データブロックがトランスポートブロックである、請求項４９から５６のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項５８】
　前記送信することが、前記指示されたパターンに従って、それらの間に送信ギャップを
伴う前記データブロックの繰返しを送信することを含む、請求項４９から５７のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項５９】
　前記送信ギャップのうちの１つまたは複数中に制御チャネルを介して前記ユーザ機器（
４、１２Ａ、９００Ａ、９００Ｂ、１０００）に制御情報を送信することをさらに含む、
請求項４９から５８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６０】
　前記制御情報が、１つまたは複数のアップリンク送信を実施するためのアップリンク許
可を含む、請求項５９に記載の方法。
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【請求項６１】
　前記送信ギャップのうちの１つまたは複数中に、前記ユーザ機器（４、１２Ａ、９００
Ａ、９００Ｂ、１０００）以外の、前記ワイヤレス通信システム中の１つまたは複数の無
線ノードと通信することをさらに含む、請求項４９から６０のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項６２】
　前記ワイヤレス通信システムが狭帯域インターネット・オブ・シングス（ＮＢ－ＩｏＴ
）システムである、請求項４９から６１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６３】
　ワイヤレス通信システムにおいて使用するために設定されたユーザ機器（４、１２Ａ、
９００Ａ、９００Ｂ、１０００）であって、
　時間的に送信ギャップのパターンを指示する１つまたは複数の設定メッセージを基地局
（２、１０、８００Ａ、８００Ｂ、１１００）から受信することと、
　データブロックと、前記データブロックの１つまたは複数の繰返しとを含むスケジュー
ルされた送信（６）を前記基地局（２、１０、８００Ａ、８００Ｂ、１１００）から受信
することとを行うように設定され、前記スケジュールされた送信（６）が、前記指示され
た送信ギャップパターン（８）に従って、その中に送信ギャップを伴って受信される、
ユーザ機器。
【請求項６４】
　請求項３６から４８のいずれか一項に記載の方法を実施するように設定された、請求項
６３に記載のユーザ機器。
【請求項６５】
　ワイヤレス通信システムにおいて使用するために設定された基地局（２、１０、８００
Ａ、８００Ｂ、１１００）であって、
　時間的に送信ギャップのパターンを指示する１つまたは複数の設定メッセージをユーザ
機器（４、１２Ａ、９００Ａ、９００Ｂ、１０００）に送信することと、
　データブロックと、前記データブロックの１つまたは複数の繰返しとを含むスケジュー
ルされた送信（６）を前記ユーザ機器（４、１２Ａ、９００Ａ、９００Ｂ、１０００）に
送信することとを行うように設定され、前記スケジュールされた送信（６）が、前記指示
された送信ギャップパターン（８）に従って、その中に送信ギャップを伴って送信される
、
基地局。
【請求項６６】
　請求項５０から６２のいずれか一項に記載の方法を実施するように設定された、請求項
６５に記載の基地局。
【請求項６７】
　ノード（２、４、１０、１２Ａ、８００Ａ、８００Ｂ、９００Ａ、９００Ｂ、１０００
、１１００）の少なくとも１つのプロセッサによって実行されたとき、前記ノード（２、
４、１０、１２Ａ、８００Ａ、８００Ｂ、９００Ａ、９００Ｂ、１０００、１１００）に
、請求項３５から６２のいずれか一項に記載の方法を行わせる命令を含むコンピュータプ
ログラム。
【請求項６８】
　請求項６７に記載のコンピュータプログラムを含んでいるキャリアであって、電子信号
、光信号、無線信号、またはコンピュータ可読記憶媒体のうちの１つである、キャリア。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
　本出願は、２０１６年１月１１日に出願された米国仮特許出願第６２／２７７４６５号
の優先権を主張する。
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【０００２】
　本出願は、一般にワイヤレス通信システムに関し、詳細には、ワイヤレス通信システム
におけるデータブロックの送信および受信に関する。
【背景技術】
【０００３】
　現在、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）は、現在のロングタームエ
ボリューション（ＬＴＥ）無線アクセス技術との後方互換性を維持しながら、マシン型通
信（ＭＴＣ）適用例の要件を満たすための狭帯域インターネット・オブ・シングス（ＮＢ
－ＩｏＴ）と呼ばれるフィーチャを規格化している。ＮＢ－ＩｏＴ送信は、広帯域ＬＴＥ
送信の帯域内、広帯域ＬＴＥ送信の保護帯域内、またはスタンドアロンスペクトル中で生
じ得る。とにかく、ＮＢ－ＩｏＴデバイスが極めて低い信号対雑音比（ＳＮＲ）を呈する
環境において動作することが必要であり得るので、ＮＢ－ＩｏＴ環境における制御情報お
よびペイロードデータの通信は、難しいことがわかる。
【０００４】
　そのような環境におけるワイヤレス通信をサポートするために、各ＮＢ－ＩｏＴ基地局
（ｅＮＢ）およびユーザ機器（ＵＥ）は、アップリンク（ＵＬ）とダウンリンク（ＤＬ）
の両方における１つまたは複数の宛先ＮＢ－ＩｏＴデバイスへの制御およびデータブロッ
ク（たとえば、パケットデータのトランスポートブロックまたは他のサブセット）の送信
を繰り返すように設定され得る。受信側で、各繰返しからのデータが復号の前にソフト合
成される。繰返し数はＵＥごとに設定される（さらに、物理チャネルごとに変動する）。
【０００５】
　リンクシミュレーションは、いくつかのチャネルについてのターゲット利得（最高１６
４ｄＢの結合損失）を達成するのに最高２４回の繰返しが必要であり得ることを示す。い
くつかの１ミリ秒（ｍｓ）送信時間間隔（ＴＴＩ）にわたってパケットごとに繰返しがな
されることに留意されたい。たとえば、１６４ｄＢに達するために、９ｍｓにわたる７７
６ビットパケットの２４回の繰返しは、合計で２１６ｍｓの送信／受信時間を必要とする
。したがって、そのようなシステムによって課される時間制約は、大きな課題である。
【０００６】
　これらの時間制約に加えて、ＮＢ－ＩｏＴシステムは、いくつかのサブキャリアに分割
されるサイズ１８０ｋＨｚの単一の物理リソースブロック（ＰＲＢ）のみを利用して、狭
い周波数帯域幅において動作する。この帯域幅低減は、ＮＢ－ＩｏＴ　ＵＥ中のあまり複
雑でないハードウェアを可能にし、それにより、関連する製造コストを低下させる。周波
数分割複信（ＦＤＤ）通信（すなわち、送信機および受信機が異なるキャリア周波数にお
いて動作する）場合、半二重モードのみがＵＥによってサポートされる必要がある。著し
く低い複雑さのＵＥ（たとえば、ただ１つの送信／受信機チェーン）は、低ＳＮＲシナリ
オにおいて通信完全性のために送信繰返しを要求し、通常のまたはロバストなカバレッジ
シナリオにおいても繰返しが必要とされ得ることさえ意味する。さらに、ＵＥ複雑さを緩
和するために、作業仮説は、クロスサブフレームスケジューリングを有することである。
すなわち、送信が、最初に、拡張物理ＤＬ制御チャネル（Ｅ－ＰＤＣＣＨまたは「ＮＢ－
ＰＤＣＣＨ」）上でスケジュールされ、次いで、物理ＤＬ共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）上
での実際のデータの最初の送信が、ＮＢ－ＰＤＣＣＨの最後の送信の後に行われる。同様
に、アップリンク（ＵＬ）データ送信の場合、ネットワークによってスケジュールされ、
ＵＬ送信のためにＵＥによって必要とされるリソースに関する情報が、ＮＢ－ＰＤＣＣＨ
上で伝達され、次いで、物理ＵＬ共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）上でのＵＥによる実際のデ
ータの最初の送信が、ＮＢ－ＰＤＣＣＨの最後の送信の後に行われる。
【０００７】
　こうして、上記の両方の場合では、ＮＢ－ＩｏＴは、ＵＥにおける、同時の、制御チャ
ネル信号の受信およびデータチャネル信号の受信／送信をサポートしない。言い換えれば
、ＮＢ－ＩｏＴ　ＵＥの単純さにより、ただ１つのリンクおよびチャネルが任意の時間に
サポートされる。この単純さはＮＢ－ＩｏＴ　ＵＥのコストを低減する目的を促進するこ
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とを試みるが、この単純さは、乏しい無線リソースを無駄に消費し、いくつかのＮＢ－Ｉ
ｏＴ　ＵＥをサービスから窮乏させる恐れがある。
【発明の概要】
【０００８】
　本明細書のいくつかの実施形態では、送信が、たとえば、時間的に送信ギャップのパタ
ーンを指定する送信ギャップパターンに従って、その中に送信ギャップを伴って送信また
は受信され得る。送信ギャップは、このようにして、たとえば、データブロックと、デー
タブロックの１つまたは複数の繰返しとを含む送信に、またはその送信中に、効果的に挿
入され得る。これらおよび他の場合には、送信ギャップは、そのようなギャップがなけれ
ば妨げられたかまたは少なくとも遅延されたであろう（たとえば、他の送信のための）機
会を与えるために、送信を中断し得る。たとえば、データブロックの繰返しが、場合によ
っては、許容できない量の時間の間に別の送信が生じることを阻止するポイントまで送信
を延ばすことがある場合、送信における送信ギャップが、その他の送信のための早期の機
会を与え得る。
【０００９】
　より一般的には、本明細書の実施形態は、ワイヤレス通信システムにおける使用のため
に設定されたユーザ機器によって実装される方法を含む。本方法は、データブロックと、
データブロックの１つまたは複数の繰返しとを含むスケジュールされた送信を基地局に送
信することを含む。スケジュールされた送信は、時間的に送信ギャップのパターンを指定
する送信ギャップパターンに従って、その中に送信ギャップを伴って送信される。
【００１０】
　いくつかの実施形態では、本方法は、データブロックと１つまたは複数の繰返しとのス
ケジューリングを指示するスケジューリングメッセージを受信することをさらに含む。１
つのそのような実施形態では、本方法は、スケジューリングメッセージの後に、またはス
ケジューリングメッセージに基づいて、スケジュールされた送信を受信することを含み得
る。
【００１１】
　１つまたは複数の実施形態では、送信ギャップパターンは、あらかじめ規定された送信
ギャップ期間をもつ送信ギャップを指定し得る。代替または追加として、送信ギャップパ
ターンは、ユーザ機器のためのあらかじめ規定された最大連続送信間隔を指定し、最大連
続送信間隔の後に、ユーザ機器が、あらかじめ規定された送信ギャップ期間をもつ送信ギ
ャップを挿入することになる。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、本方法は、スケジュールされた送信を基地局に半二重方式で
送信することを含む。
【００１３】
　代替または追加として、本方法は、ワイヤレス通信システムのシステム帯域幅全体にわ
たって、スケジュールされた送信を送信することを含み得る。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、ワイヤレス通信システムのシステム帯域幅は１８０ｋＨｚで
ある。この場合、本方法は、１８０ｋＨｚの送信帯域幅をもつスケジュールされた送信を
送信することを含み得る。
【００１５】
　１つまたは複数の実施形態では、データブロックはトランスポートブロックである。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、本方法におけるそのような送信することは、送信ギャップパ
ターンに従って、それらの間に送信ギャップを伴うデータブロックの繰返しを送信するこ
とを含む。
【００１７】
　１つまたは複数の実施形態では、本方法は、送信ギャップのうちの１つまたは複数中に
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制御チャネルを介して基地局から制御情報を受信することをさらに含む。一実施形態では
、たとえば、制御情報は、ユーザ機器に、データブロックのさらなる繰返しの送信を休止
させる送信停止信号を含む。代替または追加として、制御情報は、基地局によるデータブ
ロックの受信に肯定応答する。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、本方法は、送信ギャップのうちの１つまたは複数中にユーザ
機器の１つまたは複数の受信機を非アクティブ化することをさらに含み得る。
【００１９】
　これらの実施形態のいずれかでは、ワイヤレス通信システムは、狭帯域インターネット
・オブ・シングス（ＮＢ－ＩｏＴ）システムであり得る。
【００２０】
　本明細書の実施形態は、ワイヤレス通信システムにおける使用のために設定された基地
局によって実装される方法をも含む。本方法は、データブロックと、データブロックの１
つまたは複数の繰返しとを含むスケジュールされた送信をユーザ機器から受信することを
含み得る。スケジュールされた送信は、時間的に送信ギャップのパターンを指定する送信
ギャップパターンに従って、その中に送信ギャップを伴って受信される。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、本方法は、データブロックと１つまたは複数の繰返しとのス
ケジューリングを指示するスケジューリングメッセージを送信することをさらに含む。
【００２２】
　１つまたは複数の実施形態では、送信ギャップパターンは、あらかじめ規定された送信
ギャップ期間をもつ送信ギャップを指定する。代替または追加として、送信ギャップパタ
ーンは、いくつかの実施形態では、ユーザ機器のためのあらかじめ規定された最大連続送
信間隔を指定し、最大連続送信間隔の後に、ユーザ機器が、あらかじめ規定された送信ギ
ャップ期間をもつ送信ギャップを挿入することになる。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、本方法は、ユーザ機器に関して、スケジュールされた送信を
半二重方式で受信することをさらに含む。
【００２４】
　１つまたは複数の実施形態では、本方法は、ワイヤレス通信システムのシステム帯域幅
全体にわたって、スケジュールされた送信を受信することを含み得る。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、ワイヤレス通信システムのシステム帯域幅は１８０ｋＨｚで
ある。この場合、スケジュールされた送信は、１８０ｋＨｚの送信帯域幅を有し得る。
【００２６】
　いくつかの実施形態では、データブロックはトランスポートブロックである。
【００２７】
　１つまたは複数の実施形態では、本方法におけるそのような受信することは、送信ギャ
ップパターンに従って、それらの間に送信ギャップを伴うデータブロックの繰返しを受信
することを含み得る。
【００２８】
　これらの実施形態のいずれかでは、本方法は、送信ギャップのうちの１つまたは複数中
に制御チャネルを介してユーザ機器に制御情報を送信することをさらに含み得る。一実施
形態では、制御情報は、ユーザ機器に、データブロックのさらなる繰返しの送信を休止さ
せる送信停止信号を含む。代替または追加として、制御情報は、基地局によるデータブロ
ックの受信に肯定応答する。
【００２９】
　いくつかの実施形態では、本方法は、送信ギャップのうちの１つまたは複数中に、ユー
ザ機器以外の、ワイヤレス通信システム中の１つまたは複数の無線ノードと通信すること
をさらに含み得る。



(11) JP 2019-503145 A 2019.1.31

10

20

30

40

50

【００３０】
　これらの実施形態のいずれかでは、ワイヤレス通信システムは、狭帯域インターネット
・オブ・シングス（ＮＢ－ＩｏＴ）システムであり得る。
【００３１】
　本明細書の実施形態は、ワイヤレス通信システムにおける使用のために設定されたユー
ザ機器をも含む。本ユーザ機器は、データブロックと、データブロックの１つまたは複数
の繰返しとを含むスケジュールされた送信を基地局に送信するように設定され、スケジュ
ールされた送信が、時間的に送信ギャップのパターンを指定する送信ギャップパターンに
従って、その中に送信ギャップを伴って送信される。
【００３２】
　本ユーザ機器は、ユーザ機器のための方法の上記で説明されたステップのいずれかを実
施するように設定され得る。
【００３３】
　実施形態は、ワイヤレス通信システムにおける使用のために設定された基地局をさらに
含む。本基地局は、データブロックと、データブロックの１つまたは複数の繰返しとを含
むスケジュールされた送信をユーザ機器から受信するように設定され、スケジュールされ
た送信が、時間的に送信ギャップのパターンを指定する送信ギャップパターンに従って、
その中に送信ギャップを伴って受信される。
【００３４】
　本基地局は、基地局のための方法の上記で説明されたステップのいずれかを実施するよ
うに設定され得る。
【００３５】
　本明細書の実施形態は、ノードの少なくとも１つのプロセッサによって実行されたとき
、ノードに、上記で説明された実施形態の方法を行わせる命令を含むコンピュータプログ
ラムをさらに含む。実施形態は、そのようなコンピュータプログラムを含んでいるキャリ
アをも含む。本キャリアは、電子信号、光信号、無線信号、またはコンピュータ可読記憶
媒体のうちの１つであり得る。
【００３６】
　本明細書の実施形態は、ワイヤレス通信システムにおける使用のために設定されたユー
ザ機器によって実装される方法をも含む。本方法は、時間的に送信ギャップのパターンを
指示する１つまたは複数の設定メッセージを基地局から受信することを含む。本方法は、
データブロックと、データブロックの１つまたは複数の繰返しとを含むスケジュールされ
た送信を基地局から受信することをも含み、スケジュールされた送信が、指示されたパタ
ーンに従って、その中に送信ギャップを伴って受信される。
【００３７】
　いくつかの実施形態では、本方法は、データブロックと１つまたは複数の繰返しとのス
ケジューリングを指示するスケジューリングメッセージを受信することをさらに含む。
【００３８】
　１つまたは複数の実施形態では、１つまたは複数の設定メッセージは、各送信ギャップ
の持続時間を決定するために使用可能である情報を含む。代替または追加として、１つま
たは複数の設定メッセージは、指示されたパターンの送信ギャップの周期性を指示する情
報を含む。１つまたは複数の設定メッセージは無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリング
を含み得る。
【００３９】
　いくつかの実施形態では、本方法は、スケジュールされた送信を基地局から半二重方式
で受信することをさらに含む。
【００４０】
　代替または追加として、本方法は、ワイヤレス通信システムのシステム帯域幅全体にわ
たって、スケジュールされた送信を受信することを含み得る。
【００４１】
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　いくつかの実施形態では、ワイヤレス通信システムのシステム帯域幅は１８０ｋＨｚで
ある。この場合、スケジュールされた送信は、１８０ｋＨｚの送信帯域幅を有し得る。
【００４２】
　１つまたは複数の実施形態では、データブロックはトランスポートブロックである。
【００４３】
　いくつかの実施形態では、本方法における受信することは、指示されたパターンに従っ
て、それらの間に送信ギャップを伴うデータブロックの繰返しを受信することを伴い得る
。
【００４４】
　１つまたは複数の実施形態では、本方法は、送信ギャップのうちの１つまたは複数中に
制御チャネルを介して基地局から制御情報を受信することをさらに含み得る。一実施形態
では、制御情報は、１つまたは複数のアップリンク送信を実施するためのアップリンク許
可を含む。
【００４５】
　代替または追加として、本方法は、送信ギャップのうちの１つまたは複数中にユーザ機
器の１つまたは複数の受信機を非アクティブ化することをさらに含み得る。
【００４６】
　これらの実施形態のいずれかでは、ワイヤレス通信システムは、狭帯域インターネット
・オブ・シングス（ＮＢ－ＩｏＴ）システムであり得る。
【００４７】
　本明細書の実施形態は、ワイヤレス通信システムにおける使用のために設定された基地
局によって実装される方法をさらに含む。本方法は、時間的に送信ギャップのパターンを
指示する１つまたは複数の設定メッセージをユーザ機器に送信することを含み得る。本方
法は、データブロックと、データブロックの１つまたは複数の繰返しとを含むスケジュー
ルされた送信をユーザ機器に送信することをさらに含み得、スケジュールされた送信が、
指示されたパターンに従って、その中に送信ギャップを伴って送信される。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、本方法は、データブロックと１つまたは複数の繰返しとのス
ケジューリングを指示するスケジューリングメッセージをユーザ機器に送信することをさ
らに含み得る。
【００４９】
　１つまたは複数の実施形態では、１つまたは複数の設定メッセージは、各送信ギャップ
の持続時間を決定するために使用可能である情報を含む。代替または追加として、１つま
たは複数の設定メッセージは、指示されたパターンの送信ギャップの周期性を指示する情
報を含む。１つまたは複数の設定メッセージは無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリング
を含み得る。
【００５０】
　いくつかの実施形態では、本方法は、ユーザ機器に関して、スケジュールされた送信を
ユーザ機器に半二重方式で送信することをさらに含む。
【００５１】
　代替または追加として、本方法は、ワイヤレス通信システムのシステム帯域幅全体にわ
たって、スケジュールされた送信を送信することを含み得る。
【００５２】
　いくつかの実施形態では、ワイヤレス通信システムのシステム帯域幅は１８０ｋＨｚで
ある。この場合、スケジュールされた送信は、１８０ｋＨｚの送信帯域幅を有し得る。
【００５３】
　１つまたは複数の実施形態では、データブロックはトランスポートブロックである。
【００５４】
　いくつかの実施形態では、本方法における送信することは、指示されたパターンに従っ
て、それらの間に送信ギャップを伴うデータブロックの繰返しを送信することを伴い得る
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。
【００５５】
　１つまたは複数の実施形態では、本方法は、送信ギャップのうちの１つまたは複数中に
制御チャネルを介してユーザ機器に制御情報を送信することをさらに含み得る。一実施形
態では、制御情報は、１つまたは複数のアップリンク送信を実施するためのアップリンク
許可を含む。
【００５６】
　代替または追加として、本方法は、送信ギャップのうちの１つまたは複数中に、ユーザ
機器以外の、ワイヤレス通信システム中の１つまたは複数の無線ノードと通信することを
さらに含み得る。
【００５７】
　これらの実施形態のいずれかでは、ワイヤレス通信システムは、狭帯域インターネット
・オブ・シングス（ＮＢ－ＩｏＴ）システムであり得る。
【００５８】
　本明細書の実施形態は、ワイヤレス通信システムにおける使用のために設定されたユー
ザ機器をさらに含む。本ユーザ機器は、時間的に送信ギャップのパターンを指示する１つ
または複数の設定メッセージを基地局から受信するように設定され得る。本ユーザ機器は
また、データブロックと、データブロックの１つまたは複数の繰返しとを含むスケジュー
ルされた送信を基地局から受信するように設定され得る。スケジュールされた送信は、指
示された送信ギャップパターンに従って、その中に送信ギャップを伴って受信され得る。
【００５９】
　本ユーザ機器は、ユーザ機器のための方法の上記で説明されたステップのいずれかを実
施するように設定され得る。
【００６０】
　実施形態は、ワイヤレス通信システムにおける使用のために設定された基地局をさらに
含む。本基地局は、時間的に送信ギャップのパターンを指示する１つまたは複数の設定メ
ッセージをユーザ機器に送信するように設定される。本基地局はまた、データブロックと
、データブロックの１つまたは複数の繰返しとを含むスケジュールされた送信をユーザ機
器に送信するように設定され得る。スケジュールされた送信は、指示された送信ギャップ
パターンに従って、その中に送信ギャップを伴って送信され得る。
【００６１】
　本基地局は、基地局のための方法の上記で説明されたステップのいずれかを実施するよ
うに設定され得る。
【００６２】
　本明細書の実施形態は、ノードの少なくとも１つのプロセッサによって実行されたとき
、ノードに、上記で説明された実施形態の方法を行わせる命令を含むコンピュータプログ
ラムをさらに含む。実施形態は、そのようなコンピュータプログラムを含んでいるキャリ
アをも含む。本キャリアは、電子信号、光信号、無線信号、またはコンピュータ可読記憶
媒体のうちの１つであり得る。
【００６３】
　したがって、本明細書の少なくともいくつかの実施形態は、送信ギャップを、システム
帯域幅全体にわたっておよび／または、たとえば、ＮＢ－ＩｏＴシステムの場合のように
、半二重方式で行われるデータブロック送信に導入する。これらの送信ギャップは、無線
ノードが制御シグナリングを送信および／または受信する機会を、たとえば、場合によっ
てはそのような機会を妨げるであろうデータブロック送信の中に、与え得る。代替または
追加として、送信ギャップは、他の無線ノードが送信および／または受信する機会を、た
とえば、場合によってはそれらの機会を阻止し、他の無線ノードを窮乏させるであろうデ
ータブロック送信の中に、与え得る。
【００６４】
　いくつかの実施形態では、データブロック送信は、データブロックならびにそのデータ
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ブロックの１つまたは複数の繰返しを送信することに関与する。この場合、無線ノードは
、システム帯域幅全体にわたっておよび／または、たとえば、ＮＢ－ＩｏＴシステムの場
合のように、半二重方式でデータブロックの繰返しを送信する。とはいえ、とりわけ、無
線ノードは、送信ギャップパターンに従って、それらの間に送信ギャップを伴うデータブ
ロックの繰返しを送信する。いくつかの実施形態では、これは、有利には、データブロッ
クが正常に復号されていることを無線ノードに通知する、データブロックの受信側からの
制御シグナリングを無線ノードが受信する機会を与える。この制御シグナリングに基づい
て、無線ノードは、他の目的のために使用されるように、さらなる繰返しの送信を休止し
、それにより、消費されたであろう無線リソースを解放する。他の実施形態では、送信ギ
ャップは、無線ノードがさらなる繰返しを送信し続ける間に、他の無線ノードが窮乏する
のではなく送信または受信する機会を与える。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】１つまたは複数の実施形態による、ワイヤレス通信システムのブロック図である
。
【図２Ａ】１つまたは複数の実施形態による、送信ギャップを伴うアップリンク送信を送
信するための、ユーザ機器によって実施される方法の論理フロー図である。
【図２Ｂ】１つまたは複数の実施形態による、送信ギャップを伴うアップリンク送信を受
信するための、基地局によって実施される方法の論理フロー図である。
【図３Ａ】１つまたは複数の実施形態による、送信ギャップを伴うダウンリンク送信を送
信するための、基地局によって実施される方法の論理フロー図である。
【図３Ｂ】１つまたは複数の実施形態による、送信ギャップを伴うダウンリンク送信を受
信するための、ユーザ機器によって実施される方法の論理フロー図である。
【図４】１つまたは複数の他の実施形態による、ワイヤレス通信システムのブロック図で
ある。
【図５】また他の実施形態による、ワイヤレス通信システムのブロック図である。
【図６】さらに他の実施形態による、ワイヤレス通信システムのブロック図である。
【図７】１つまたは複数の実施形態による、送信無線ノードによって実装される方法の論
理フロー図である。
【図８】１つまたは複数の実施形態による、受信無線ノードによって実装される方法の論
理フロー図である。
【図９】１つまたは複数の実施形態による、送信ギャップパターンを規定するビットのセ
ットを例示する図である。
【図１０】１つまたは複数の実施形態による、送信期間についての例示的な周波数帯域幅
割り当てを例示する図である。
【図１１】いくつかの実施形態による、送信ギャップパターンを例示する図である。
【図１２Ａ】１つまたは複数の実施形態による、送信無線ノードのブロック図である。
【図１２Ｂ】１つまたは複数の他の実施形態による、送信無線ノードのブロック図である
。
【図１３Ａ】１つまたは複数の実施形態による、受信無線ノードのブロック図である。
【図１３Ｂ】１つまたは複数の他の実施形態による、受信無線ノードのブロック図である
。
【図１４】１つまたは複数の実施形態による、ユーザ機器のブロック図である。
【図１５】１つまたは複数の他の実施形態による、基地局のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００６６】
　図１は、いくつかの実施形態による、ワイヤレス通信システムを例示する。システムは
、送信無線ノード２と受信無線ノード４とを含む。いくつかの実施形態では、送信無線ノ
ード２はワイヤレス通信デバイス（たとえば、ユーザ機器（ＵＥ））であり、受信無線ノ
ード４は無線ネットワークノード（たとえば、基地局（ＢＳ））であるが、他の実施形態
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では、逆が真であり、その結果、送信無線ノード２が無線ネットワークノードであり、受
信無線ノード４がワイヤレス通信デバイスである。
【００６７】
　送信無線ノード２は送信６を送信するように設定され、受信無線ノード４はその送信６
を受信するように設定される。この送信６は、送信無線ノード２および受信無線ノード４
のタイプに応じて、アップリンク送信またはダウンリンク送信であり得る。示されている
ように、送信６は、少なくともデータブロック６－１（たとえば、トランスポートブロッ
ク）とデータブロック６－１の１つまたは複数の繰返し６－２、．．．６－Ｎとを含む。
とはいえ、とりわけ、送信６は、その中に送信ギャップを伴って、送信無線ノード２によ
って送信され、受信無線ノード４によって受信される。たとえば、図１に示されているよ
うに、送信６は、時間的に送信ギャップ８－１、８－２、．．．８－Ｘのパターンを指定
する送信ギャップパターン８に従って、その中に送信ギャップを伴って送信される。
【００６８】
　いくつかの実施形態では、たとえば、送信ギャップパターン８は、送信６のための最大
連続送信間隔を指定し、最大連続送信間隔の後に、送信ギャップが挿入されることになる
。図１はこれの一例を例示し、それにより送信ギャップパターン８が、送信無線ノード２
がそれにわたって送信６を連続的に送信することを許される最大時間間隔である送信間隔
ＴＭを指定する。この最大連続送信間隔ＴＭの後に、（たとえば、所定の量の時間ＴＧの
）送信ギャップが挿入されることになる。送信ギャップの後に、送信６が再開される。送
信ギャップが後続するそのような送信間隔は、たとえば、無線ノード２と無線ノード４と
の間であらかじめ規定されるかまたは同意されたように、パターン８に従って繰り返され
得る。
【００６９】
　したがって、これらおよび他の実施形態では、たとえば、送信ギャップが送信６に挿入
されなかった場合と比較して、送信ギャップは送信６を一時的に延期し得る。すなわち、
送信ギャップは、ギャップが少なくとも一時的に送信６を中断するように、送信６に、ま
たは送信６中に、効果的に挿入され得る。
【００７０】
　送信ギャップに起因する中断は、いくつかの実施形態では、有利には、そのようなギャ
ップがなければ妨げられたかまたは少なくとも遅延されたであろう（たとえば、他の送信
のための）機会として活用され得る。たとえば、いくつかの実施形態では、送信無線ノー
ド２および／または受信無線ノード４は、送信ギャップのうちの１つまたは複数中に１つ
または複数の他の無線ノードと通信し得る。送信ギャップがなければ、この通信は、場合
によっては、少なくとも送信６の終了まで、送信６によって阻止されていることがある。
１つまたは複数の実施形態では、それゆえ、送信ギャップは、その送信時間が、たとえば
、場合によっては、許容できない量の時間の間に他の送信を阻止したであろう少なくとも
一定の長さを有する、送信６に導入される。この送信時間長は、たとえば、送信されるこ
とになるデータブロックのしきい値繰返し数に関して、指定され得る。いずれにしても、
このおよび他の場合には、送信無線ノード２および／または受信無線ノード４は、たとえ
ば、それの受信機のうちの１つまたは複数および／またはそれの送信機のうちの１つまた
は複数を非アクティブ化することによって、送信無線ノード２および／または受信無線ノ
ード４が送信および／または受信していない送信ギャップ中にスリープまたは電力節約モ
ードに入り得る。
【００７１】
　代替または追加として、受信無線ノード４は、送信ギャップのうちの１つまたは複数中
に制御チャネルを介して送信無線ノード２に制御情報を送信し得る。制御情報は、たとえ
ば、データブロック６－１の受信に肯定応答し得る。このおよび他の場合には、それゆえ
、制御情報は、送信無線ノード２に、たとえば、無線リソースを節約するために、データ
ブロックのさらなる繰返しのさらなる送信を休止させ得る。概して、次いで、送信ギャッ
プは、ギャップがない場合よりも早期に他の送信を実施するために、電力節約のための機
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会を与えるために、および／または不要な送信を回避することによって無線リソースを節
約するために、活用され得る。
【００７２】
　いくつかの実施形態では、送信６は、半二重方式でおよび／またはシステムのシステム
帯域幅全体（たとえば、１８０ｋＨｚ）にわたって送信または受信され得る。実際、送信
６の半二重性質および／またはシステム帯域幅全体の送信６の占有は、他の送信および／
または上記で議論された肯定応答が送信ギャップなしに適時に通信されることを妨げるも
のであり得、すなわち、場合によっては、そのような通信のために利用可能ないかなる無
線リソースもないことがある。受信無線ノード４がシステム帯域幅全体にわたって半二重
方式で送信６を受信する場合、たとえば、受信無線ノード４は、場合によっては、すべて
の繰返しが受信されたとき、送信６の終了までデータブロック６－１の受信に肯定応答す
ることが可能でないことがある。とはいえ、送信６における送信ギャップが、そのような
機会を与える。
【００７３】
　送信ギャップパターン８（および活用のための対応する機会）は、いくつかの実施形態
では、たとえば、上記で説明されたように最大連続送信間隔および／またはギャップ期間
に関して、あらかじめ規定され得る。代替的に、送信ギャップパターン８は、たとえば、
動的または半静的方式で設定可能であり得る。いくつかの実施形態では、たとえば、送信
無線ノード２と受信無線ノード４との間で送信された１つまたは複数の設定メッセージ（
たとえば、無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージ）が、たとえば、パターン８の１つま
たは複数の特性に関して、送信ギャップパターン８を指示する情報を含み得る。情報は、
たとえば、各送信ギャップの持続時間を決定するために使用可能であり得る。情報は、代
替または追加として、送信ギャップの周期性を指示し得る。
【００７４】
　その上、いくつかの実施形態では、送信６はスケジュールされた送信である。データブ
ロックとデータブロックの１つまたは複数の繰返しとの送信は、たとえば、送信ギャップ
が送信ギャップパターン８に従ってその送信を中断することを前提として、（たとえば、
隣接送信期間において生じるように）スケジュールされ得る。実際は、いくつかの実施形
態では、データブロックとデータブロックの１つまたは複数の繰返しとのスケジューリン
グは、送信無線ノード２と受信無線ノード４との間で送信されたスケジューリングメッセ
ージ（たとえば、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）メッセージ）によって指示される。送
信ギャップパターン８は、この場合、あらかじめ規定されるか、同じスケジューリングメ
ッセージ中でシグナリングされるか、または、１つまたは複数の他の設定メッセージ（た
とえば、１つまたは複数のＲＲＣメッセージ）中で別々にシグナリングされ得る。ある意
味では、スケジューリングメッセージと送信ギャップパターンとの組合せは、その中に送
信ギャップを伴う送信６のスケジューリングを指示し得る。
【００７５】
　上記の変形および変更に鑑みて、図２Ａは、概して、送信６が、ユーザ機器から基地局
に送信されるスケジュールされた（アップリンク）送信である、いくつかの実施形態によ
る方法を例示する。このスケジュールされた送信は、たとえば、たとえば狭帯域インター
ネット・オブ・シングス（ＮＢ－ＩｏＴ）システムにおける、狭帯域物理アップリンク共
有チャネル送信であり得る。とにかく、図２Ａ中の方法は、ワイヤレス通信システムにお
ける使用のために設定されたユーザ機器によって実装される。示されているように、方法
は、データブロックと、データブロックの１つまたは複数の繰返しとを含むスケジュール
された送信６を基地局に送信すること（ステップ１０２）を含む。とりわけ、スケジュー
ルされた送信６は、時間的に送信ギャップのパターンを指定する送信ギャップパターン８
に従って、その中に送信ギャップを伴って送信される。いくつかの実施形態では、方法は
、たとえば、最大連続送信間隔および送信ギャップ期間を用いてあらかじめ規定されたよ
うに、この送信ギャップパターン８を決定すること（ステップ１０４）をさらに含み得る
。
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【００７６】
　上述のように、ユーザ機器は、いくつかの実施形態では、半二重方式でおよび／または
システムのシステム帯域幅全体にわたって、スケジュールされた送信６を送信し得る。
【００７７】
　図２Ｂは、基地局によって実装される対応する方法を例示する。示されているように、
方法は、データブロックと、データブロックの１つまたは複数の繰返しとを含むスケジュ
ールされた（アップリンク）送信６をユーザ機器から受信すること（ステップ１０６）を
含む。スケジュールされた送信６は、時間的に送信ギャップのパターンを指定する送信ギ
ャップパターン８に従って、その中に送信ギャップを伴って受信される。いくつかの実施
形態では、方法は、たとえば、最大連続送信間隔および送信ギャップ期間を用いてあらか
じめ規定されたように、この送信ギャップパターン８を決定すること（ステップ１０８）
をさらに含み得る。
【００７８】
　基地局は、いくつかの実施形態では、ユーザ機器に関して、スケジュールされた送信６
を半二重方式で受信し得る。すなわち、基地局は、ユーザ機器に同時に送信することなし
に、そのユーザ機器からスケジュールされた送信６を受信し得る。これは、基地局が異な
るユーザ機器に同時に送信する、すなわち、基地局がユーザ機器との半二重通信に参加し
得る場合でも、そうであり得る。代替または追加として、基地局は、システムのシステム
帯域幅全体にわたって、スケジュールされた送信６を受信し得る。
【００７９】
　また、上記の変形および変更に鑑みて、図３Ａは、概して、送信６が、基地局からユー
ザ機器に送信されるスケジュールされた（ダウンリンク）送信である、いくつかの実施形
態による方法を例示する。このスケジュールされた送信は、たとえば、たとえば狭帯域イ
ンターネット・オブ・シングス（ＮＢ－ＩｏＴ）システムにおける、狭帯域物理ダウンリ
ンク共有チャネル送信であり得る。とにかく、図３Ａ中の方法は、ワイヤレス通信システ
ムにおける使用のために設定された基地局によって実装される。示されているように、方
法は、時間的に送信ギャップのパターンを指示する１つまたは複数の設定メッセージをユ
ーザ機器に送信することを含む（ブロック２０２）。１つまたは複数の設定メッセージ（
たとえば、ＲＲＣメッセージ）は、たとえば、各送信ギャップの持続時間および／または
送信ギャップの場合の周期性を指示し得る。いずれにしても、方法は、データブロックと
、データブロックの１つまたは複数の繰返しとを含むスケジュールされた送信６をユーザ
機器に送信すること（ブロック２０４）をも含む。スケジュールされた送信６は、とりわ
け、指示されたパターンに従って、その中に送信ギャップを伴って送信され得る。
【００８０】
　アップリンクの場合と同様に、基地局は、いくつかの実施形態では、ユーザ機器に関し
て、スケジュールされた送信６を半二重方式で送信し得る。すなわち、基地局は、ユーザ
機器から同時に受信することなしに、そのユーザ機器にスケジュールされた送信６を送信
し得る。これは、基地局が異なるユーザ機器から同時に受信する、すなわち、基地局がユ
ーザ機器との半二重通信に参加し得る場合でも、そうであり得る。代替または追加として
、基地局は、システムのシステム帯域幅全体にわたって、スケジュールされた送信６を送
信し得る。
【００８１】
　図３Ｂは、ユーザ機器によって実装される対応する方法を例示する。示されているよう
に、方法は、時間的に送信ギャップのパターンを指示する１つまたは複数の設定メッセー
ジを基地局から受信すること（ブロック２０６）を含む。１つまたは複数の設定メッセー
ジ（たとえば、ＲＲＣメッセージ）は、たとえば、各送信ギャップの持続時間および／ま
たは送信ギャップの場合の周期性を指示し得る。いずれにしても、方法は、データブロッ
クと、データブロックの１つまたは複数の繰返しとを含むスケジュールされた送信６を基
地局から受信すること（ブロック２０８）をも含む。スケジュールされた送信６は、とり
わけ、指示されたパターンに従って、その中に送信ギャップを伴って受信される。
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【００８２】
　上述のように、ユーザ機器は、いくつかの実施形態では、半二重方式でおよび／または
システムのシステム帯域幅全体にわたって、スケジュールされた送信６を受信し得る。
【００８３】
　本明細書の実施形態は、図２Ａ～図２Ｂおよび図３Ａ～図３Ｂ中の方法の組合せをさら
に含む。ユーザ機器は、たとえば、図２Ａおよび図３Ｂ中の方法を実装するように設定さ
れ得る。同様に、基地局は、図２Ｂおよび図３Ａ中の方法を実装するように設定され得る
。
【００８４】
　図４は、本明細書のまた他の実施形態を例示する。示されているように、無線ネットワ
ークノード１０と（１２Ａおよび１２Ｂを含む）ワイヤレス通信デバイス１２とが、ワイ
ヤレス通信システム中に含まれる。図４に示されている例示的な一実装形態では、ワイヤ
レス通信デバイス１２Ａは、アップリンクチャネル（たとえば、物理ＵＬ共有チャネル（
ＰＵＳＣＨ））を介してデータブロック（たとえば、トランスポートブロック、またはデ
ータパケットの他のサブセット）の繰返し（すなわち、２つまたはそれ以上の送信）を含
むアップリンク送信１４を実施するように設定される。ただし、図４のワイヤレス通信シ
ステムは、ワイヤレス通信デバイス１２によるアップリンク送信に限定されない。代わり
に、たとえば、図４に具体的に示されていないさらなる実施形態では、無線ネットワーク
ノード１０は、ダウンリンクチャネル（たとえば、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤ
ＳＣＨ））上でワイヤレス通信デバイス１２にデータブロックの繰返しを送信するように
設定され得る。代替的に、無線ネットワークノード１０は、制御チャネル（たとえば、拡
張物理ＤＬ制御チャネル（Ｅ－ＰＤＣＣＨ）、または狭帯域Ｅ－ＰＤＣＣＨ（ＮＢ－ＰＤ
ＣＣＨ））上でワイヤレス通信デバイス１２のうちの１つまたは複数に制御信号（または
その繰返し）を送信し得る。
【００８５】
　それゆえ、本開示で提示されるワイヤレス通信がアップリンクまたはダウンリンクのい
ずれかにおける送信および対応する受信のために実装され得るとすれば、上記で示唆され
たより汎用的な用語法が本開示全体にわたって利用される。具体的には、特定の実装形態
に応じて、無線ネットワークノード１０と（１２Ａおよび１２Ｂを含む）ワイヤレス通信
デバイス１２とは、受信無線ノードまたは送信無線ノードと呼ばれることがある。たとえ
ば、図４に例示されているアップリンクデータブロック繰返し送信シナリオの場合、ワイ
ヤレス通信デバイス１２は送信無線ノードとしても特徴づけられ得、アップリンク繰返し
送信を受信する無線ネットワークノード１０は受信無線ノードとして特徴づけられ得る。
反対の特徴づけが、本明細書で提示される技法に従ってダウンリンク送信のために割り振
られる。言い換えれば、無線ネットワークノード１０がダウンリンクにおいてデータブロ
ック繰返しまたは制御信号を送信する場合、無線ネットワークノード１０は送信ネットワ
ークノードとして特徴づけられ、ワイヤレス通信デバイス１２Ａおよび／または１２Ｂは
受信ネットワークノードとして特徴づけられるであろう。
【００８６】
　図４に例示されているように、アップリンク送信１４は、１０個の個々の期間２２Ａ～
２２Ｊを含む一様な期間２２に従ってスケジュールされる。一態様では、これらの期間２
２の各々は、ワイヤレス通信システムにおいてＬＴＥ送信スケジューリングパラダイムが
利用される送信フレームのサブフレームを構成し得るが、これは、排他的なスケジューリ
ング実装形態ではない。さらに示されているように、期間２２は、データブロック送信の
繰返し１６（期間２２Ａ、２２Ｃ、２２Ｅ、２２Ｆ、２２Ｇ、および２２Ｊ）ならびに送
信ギャップ１８（期間２２Ｂ、２２Ｄ、２２Ｈ、および２２Ｉ）を含む。繰返し１６のこ
のパターンは、本開示の送信ギャップパターンに従って送信ギャップ１８とインターレー
スされ得る。送信ギャップ１８をアップリンク送信１４に挿入することによって、他のデ
バイス（たとえば、受信デバイス（無線ネットワークノード１０）および他のワイヤレス
通信デバイス１２Ｂ）は、データブロックまたは制御シグナリングのアップリンクまたは
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ダウンリンク送信を行うためにシステム周波数帯域幅２４にアクセスすることが可能であ
る。この動作は、アップリンク送信１４が延長期間の間そのような通信を阻止するのを妨
げ、それにより、ワイヤレス通信システム中のすべてのデバイスのための全体的な通信性
能を改善する。
【００８７】
　本開示の一態様では、無線ネットワークノード１０は、図４のワイヤレス通信システム
中のデバイスによって、進行中の通信のために利用されることになる送信ギャップパター
ンの生成を管理し得る。たとえば、現在のまたは過去のネットワーク状況または性能に基
づいて、ワイヤレスネットワークノード１０は、期間２２の送信ギャップパターンを生成
し得、期間２２Ａにおいて始まる送信ギャップパターンの実装より前のある時間に、送信
ギャップパターンを指示する情報をシステムのワイヤレス通信デバイス１２に送信し得る
。
【００８８】
　いくつかの例では、送信ギャップパターンを指示する情報は、送信ギャップパターンが
始まる時間または期間２２を含み得る。いくつかの代替例では、無線ネットワークノード
１０は、送信ギャップパターンに従って通信をアクティブ化するためのアクティブ化信号
をワイヤレスネットワークデバイス１２に送信し得る。それゆえ、図４の例示的な実装形
態では、（無線ネットワークノード１０が期間２２の間に繰返し送信１６を受信するので
、無線ネットワークノード１０に対応する）受信無線ノードは、時間的に送信ギャップ１
８のパターンを指定する送信ギャップパターンを決定するように設定され得る。決定され
ると、図４の受信無線ノードは、（図４中のワイヤレス通信デバイス１２がデータブロッ
クの繰返し１６を送信するので、ワイヤレス通信デバイス１２に対応する）送信無線ノー
ドからデータブロックの繰返しを受信するように、さらに設定され得る。本開示の一態様
によれば、これらの繰返し１６はユニキャスト送信として送信され得るが、いくつかの代
替実施形態では、繰返し１６はブロードキャスト送信またはマルチキャスト送信であり得
る。
【００８９】
　さらに、図４に例示されているように、アップリンク送信１４はシステム帯域幅２４全
体にわたって送信され得る。本開示のさらなる態様では、代替または追加として、アップ
リンク送信１４は半二重方式で送信され得る。本開示の目的で、「半二重方式」または「
半二重送信」などという用語は、所与の時点において（または送信ギャップパターンの所
与の期間２２中に）ワイヤレス通信信号を排他的に送信または排他的に受信するように設
定されたワイヤレス通信デバイス１２によって送信または受信される通信を指す。
【００９０】
　図５は、本開示のさらなる例示的な実装形態、すなわち、送信ギャップパターンの時間
ブロック２２Ｄにおける送信ギャップ中のダウンリンク制御チャネル（たとえば、ＮＢ－
ＰＤＣＣＨ）を介した送信停止信号２６の送信を例示する。図５には、すべての時間ブロ
ック２２にわたる送信無線ノードによるアップリンク送信１４に関連する送信ギャップパ
ターンおよびアップリンクスケジュールが再び示されている。アップリンク送信１４のス
ケジュールに加えて、図５は、受信無線ノード（無線ネットワークノード１０）からの送
信無線ノード（ワイヤレス通信デバイス１２Ａ）への送信のためのダウンリンクスケジュ
ールをも例示する。対応するキー（ＫＥＹ）に示されているように、時間ブロック２２Ａ
および２２Ｃにおいて、データブロックのアップリンク繰返しが送信デバイスによるシス
テム帯域幅２４全体にわたる送信のためにスケジュールされるので、ダウンリンク送信は
利用不可能である。時間ブロック２２Ｂおよび２２Ｄ、ならびに２２Ｈおよび２２Ｉにお
いて、送信ギャップがこれらの期間中にスケジュールされるので、ダウンリンク送信がワ
イヤレス通信デバイス１２Ａへの送信のためにスケジュールされ得る可能性が存在する。
【００９１】
　また、図５に示されているように、時間ブロック２２Ｄにおける送信ギャップ中に、受
信無線ノード、すなわち、無線ネットワークノード１０は、送信無線ノード、すなわち、
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ワイヤレス通信デバイス１２Ａに、送信停止信号２６を送信し得る。本開示の目的で、受
信無線ノード（無線ネットワークノード１０）から送信無線ノード（ワイヤレス通信デバ
イス１２Ａ）への制御情報の送信のための、時間ブロック２２Ｄにおける送信ギャップの
この利用は、その送信の送信ギャップタイプについて、「アクティブギャップ」を有する
ことと呼ばれることがある。これは、ワイヤレス通信デバイス１２Ａ（時間ブロック２２
のための送信無線ノード）から見ると、時間ブロック２２Ｄ中のシステム周波数帯域幅２
４にわたる通信が、それ自体、ワイヤレス通信デバイス１２Ａに関与するからである。こ
の関与の結果として、ワイヤレス通信デバイス１２Ａは、ワイヤレス通信デバイス１２Ａ
が送信ギャップ中に無線ネットワークノード１０から制御情報を受信し得るので、スリー
プまたは低電力状態ではなく「アクティブ」状態のままであるように要求される。
【００９２】
　一態様では、無線ネットワークノード１０は、その開始の前に、時間ブロック２２Ａお
よび２２Ｃ中に送信デバイス（ワイヤレス通信デバイス１２Ａ）によって送信されたデー
タブロックが、巡回冗長検査（ＣＲＣ）または当技術分野で知られている他の送信完全性
検証機構をパスすることなどによって、正常に受信および復号されたことを、決定してい
ることがある。そうしたことから、送信デバイスが時間ブロック２２の残りまたはそれ以
上の間システム周波数帯域幅２４全体を使用し続けることを可能にするのではなく、受信
デバイスは、制御情報２６中で送信停止信号を送信し得る。この送信停止信号は、送信デ
バイスに、アップリンク送信のためにスケジュールされたデータブロックのさらなる繰返
し１６を休止するように明示的または暗黙的に命令または指令し、それにより、システム
中の他のデバイスによる使用のための繰返し送信のために前にスケジュールされた時間ブ
ロック２２Ｅ、２２Ｆ、２２Ｇ、および２２Ｊを解放し得る（受信無線ノードダウンリン
クのキー参照）。いくつかの実施形態では、送信停止信号は、データブロックの正常な復
号に肯定応答する肯定応答信号を含む。それにより、肯定応答信号は、データブロックを
復号するためにデータブロックのさらなる繰返しがもはや必要とされないので、それらの
繰返しを送信することを停止するように、送信デバイスに暗黙的に通知する。
【００９３】
　この態様は、図５のアップリンクスケジュールでは、時間ブロック２２Ｅ、２２Ｆ、２
２Ｇ、および２２Ｊにおいて例示されており、時間ブロック２２Ｅ、２２Ｆ、２２Ｇ、お
よび２２Ｊは、「スケジュールされたがキャンセルされた繰返し」シェーディングによっ
て指示されているように、繰返し送信１６（図４参照）のために無線ネットワークノード
１０によって当初スケジュールされたが、送信停止信号が送信デバイスワイヤレス通信デ
バイス１２Ａに送信された／送信デバイスワイヤレス通信デバイス１２Ａによって受信さ
れたとき、繰返し送信１６のためにもはやスケジュールされない。結果として、これらの
時間ブロック２２Ｅ、２２Ｆ、２２Ｇ、および２２Ｊは、無線ネットワークノード１０ま
たはワイヤレス通信デバイス１２のためのさらなるＵＬまたはＤＬ送信および対応する受
信期間としてスケジュールされ、それにより、図５の残りの時間ブロック２２の間、ワイ
ヤレス通信デバイス１２Ａ以外のデバイスに、システム周波数帯域幅２４へのアクセスの
増加を可能にし得る。
【００９４】
　図６を参照すると、送信ギャップパターンの実装中のシステムのさらなるスナップショ
ットが例示されている。特に、図６は、時間ブロック２２中にシステムによって実装され
ている、送信ギャップパターンにおいて規定された送信ギャップのうちの１つまたは複数
中に、受信無線ノードが送信無線ノード以外の１つまたは複数の無線ノードと通信する実
施形態を提示する。具体的には、図６に示されているように、送信ギャップ時間ブロック
２２Ｈ中に、無線ネットワークノード１０（ここでは、時間ブロック２２中の受信無線ノ
ード）は、少なくとも送信ギャップ２２Ｈ中に（送信無線ノード、すなわち、本実施形態
ではワイヤレス通信デバイス１２Ａ以外の無線ノードである）ワイヤレス通信デバイス１
２Ｂと通信する。本開示の目的で、無線ネットワークノード１０と送信無線ノード（ワイ
ヤレス通信デバイス１２Ａ）以外の１つまたは複数のワイヤレス通信デバイス１２Ｂとの
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間のデータおよび／または制御情報の送信のための送信ギャップ２２Ｈのこの利用は、「
ドーマントギャップ」、「ドーマント送信ギャップ」、あるいは「パッシブ送信ギャップ
」または「パッシブギャップ」と呼ばれることがある。これは、ワイヤレス通信デバイス
１２Ａ（時間ブロック２２のための送信無線ノード）から見ると、システム周波数帯域幅
２４にわたる通信が他のデバイスに関与し、結果として、ワイヤレス通信デバイス１２Ａ
が、（たとえば、潜在的に時間ブロック２２Ｉ、別の送信ギャップ中に）ネットワークか
ら制御情報またはデータ送信を受信すること、あるいはデータブロックの別の繰返しを送
信することのいずれかを行うようにスケジュールされるまで、スリープ状態に遷移し得る
からである。さらに、時間ブロック２２にわたる同じ送信ギャップパターン中に含まれる
送信ギャップのアクティブタイプおよびパッシブタイプによって例示されているように、
複数の送信ギャップタイプは、特定の送信ギャップパターンにおいて組み合わせられ得る
。
【００９５】
　加えて、通信２８は、無線ネットワークノード１０によるダウンリンク制御信号または
データブロック送信を含み得、および／あるいは、いくつかの例示的な実装形態では、ワ
イヤレス通信デバイス１２Ｂによるアップリンクデータブロック送信を含み得る。実際は
、本開示は、送信ギャップパターンによって導入されたこれらの送信ギャップ１８中に、
固有のまたは定められた送信または通信タイプがないことを想定する。こうして、そのよ
うな送信のコンテンツ（すなわち、制御情報またはデータなど）は動的にスケジュールさ
れ得、システム帯域幅２４全体（または、以下で、図１０に関してさらに説明されるよう
に、いくつかの実施形態ではそれの一部分）が、無線ネットワークノード１０または別の
ネットワークデバイスによって、現在のネットワーク状況、送信緊急度、または送信待機
スケジューリングを特徴づけ得る他のファクタに基づいて、特定のデバイスに動的に許可
され得る。
【００９６】
　その上、図４～図６に具体的に示されていないが、送信ギャップパターンは、非アクテ
ィブ化信号を生成し、システムのワイヤレス通信デバイス１２に送信することによって、
無線ネットワークノード１０によって改められるか、またはキャンセルされ得る。無線ネ
ットワークノード１０は、たとえば、１つまたは複数のトリガ条件を検出したことに基づ
いて、送信ギャップパターンを非アクティブ化することを決定し得る。そのようなトリガ
条件の非限定的なグループは、送信ギャップパターンがアクティブ化されてからある時間
が経過したと決定すること、送信ギャップパターンがアクティブ化されてからサブフレー
ムのしきい値数に達したと決定すること、繰返しの送信が終わったと決定すること、また
は、送信無線ノードに関連するカバレッジクラスレベルが変化したと決定することを含み
得る。非アクティブ化信号の受信時に、ワイヤレス通信デバイス１２は、たとえば、次の
送信ギャップパターンがワイヤレスネットワークノード１０によって送信され、アクティ
ブ化されるまで、レガシー、すなわち、非送信ギャップパターン送信に戻り得る。追加ま
たは代替の態様では、送信無線ノードは、たとえば、同じソートのトリガ条件を検出する
と、自律的にギャップパターンを非アクティブ化し得る。
【００９７】
　図７は、本開示の例示的な実施形態では送信無線ノードによって実装され得る、ワイヤ
レス通信システム中の受信無線ノードにデータブロックを送信するための例示的な方法４
００の態様を含んでいる図を提示する。上記で導入されたように、送信されたデータブロ
ック繰返しのアップリンクまたはダウンリンク性質に応じて、この送信無線ノードは、ワ
イヤレス通信デバイス（たとえば、ＵＥ）または無線ネットワークノード１０（たとえば
、ｅＮＢ）に対応し得る。図７に示されているように、方法４００は、ブロック４０２に
おいて、時間的に送信ギャップのパターンを指定する送信ギャップパターンを決定するこ
とを含み得る。追加の態様では、方法４００は、ブロック４０４において、決定された送
信ギャップパターンに従って、それらの間に送信ギャップを伴うデータブロックの繰返し
を送信することによって、システム帯域幅全体にわたっておよび／または半二重方式で、
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繰返しを受信無線ノードに送信することを含み得る。さらに、図７には示されていないが
、方法４００は、限定はしないが、以下の列挙された実施形態のうちの１つまたは複数に
おいて開示されるものを含むさらなる態様を含み得る。
【００９８】
　図８は、本開示の例示的な実施形態では受信無線ノードによって実装され得る、ワイヤ
レス通信システム中の送信無線ノードによって送信されたデータブロックを受信するため
の例示的な方法５００の態様を含んでいる図を提示する。上記で導入されたように、送信
されたデータブロック繰返しのアップリンクまたはダウンリンク性質に応じて、この受信
無線ノードは、ワイヤレス通信デバイス（たとえば、ＵＥ）または無線ネットワークノー
ド１０（たとえば、ｅＮＢ）に対応し得る。図８に示されているように、方法５００は、
ブロック５０２において、時間的に送信ギャップのパターンを指定する送信ギャップパタ
ーンを決定することを含み得る。追加の態様では、方法５００は、ブロック５０４におい
て、決定された送信ギャップパターンに従って、それらの間に送信ギャップを伴う、送信
無線ノードによって送信されたデータブロックの繰返しを受信することによって、システ
ム帯域幅全体にわたっておよび／または半二重方式で、受信無線ノードにおいて、繰返し
を受信することを含み得る。さらに、図８には示されていないが、方法５００は、限定は
しないが、以下の列挙された実施形態のうちの１つまたは複数において開示されるものを
含むさらなる態様を含み得る。
【００９９】
　図９は、本開示の１つまたは複数の実施形態による、送信ギャップパターンを規定する
ビットのセットを例示する図である。いくつかの実施形態では、無線ネットワークノード
１０は、デバイスによって実施されることになるＵＬおよびＤＬ信号送信のための時間お
よびリソース／周波数／サブキャリア割り当てを含むスケジューリング情報を生成するよ
うに設定され得る。このスケジューリング情報を生成することは、これらのシステムデバ
イスによって利用されることになる送信ギャップパターンを生成することを含む。（送信
ギャップパターンを含む）スケジューリング情報が生成されると、無線ネットワークノー
ド１０は、ワイヤレス通信デバイスに、送信ギャップパターンを含むスケジューリング情
報を送信し得る。いくつかの例では、この送信は、ＤＣＩまたは専用ＲＲＣ信号であり得
る。
【０１００】
　図９に示されている例示的な実施形態では、送信ギャップパターンを規定するスケジュ
ーリング情報は、ビットのセット６００の形態をとり得、ここで、ビットのセット６００
の各ビットが時間ブロック２２のセットに対応する。図９に示されているように、ビット
のセット６００の各ビットは、時間ブロック２２の対応するセットについて送信ギャップ
がスケジュールされるかどうかを指示する値（０または１）を有する。一態様では、ビッ
トのセット６００中のビットの数ｎは、特定の送信期間中の時間ブロックの数ｍに等しい
ことがあり、その結果、ｍとｎとの比ｒは１に等しい。これは、図９に例示されている実
施形態では、ビットのセットが、１０個の時間ブロック２２（すなわち、時間ブロック２
２Ａ～２２Ｊ）に１対１で対応する１０ビット（ｎ＝ｍ＝１０およびｍ：ｎ＝１）を含ん
でいる場合、そうである。図９に示されているように、無線ネットワークノード１０は、
データブロックの繰返し送信が、ビットに対応する時間ブロック２２中に送信されること
になることを指示するために、ビットの値を０にセットし得、対応する時間ブロック２２
について送信ギャップがスケジュールされることを指示するために、ビットの値を１にセ
ットし得る。
【０１０１】
　しかしながら、代替実施形態では、ビットのセット６００の各ビットに対応する時間ブ
ロック２２の数、それゆえ、比ｒは、１よりも大きい整数値を有し得る。言い換えれば、
いくつかの例では、無線ネットワークノード１０は、ビットのセットの各ビットを、２つ
以上の時間ブロック２２に対応するように設定し、それにより、ワイヤレス通信デバイス
に送信ギャップパターンを通信するために要求されるオーバーヘッドシグナリングの量を
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低減し得る。たとえば、いくつかの例では、無線ネットワークノード１０は、要求された
オーバーヘッドシグナリングを１／２にするために、比ｒを２にセットし、シグナリング
を１対１のｒ値１の１／４に低減するために、ｒを４にセットし得る。比ｒの値を増加さ
せることが、時間ブロック２２がスケジュールされ得るグラニュラリティを低減するよう
に、無線ネットワークノード１０は、いくつかのネットワーク状況の下での送信ギャップ
パターンスケジューリングについての最適値ｒを決定するように設定され得る。
【０１０２】
　さらに、送信ギャップパターンは、繰返しのものであるように送信無線ノードと受信無
線ノードとの間で同意され得、その結果、同じパターンが、たとえば、そのパターンが非
アクティブ化されるまで、連続的に繰り返される。追加の態様では、あらかじめ規定され
た時間ブロック２２（たとえば、サブフレーム、スロット、あるいは特定の無線アクセス
技術またはシステム仕様（たとえば、ＬＴＥ）に関連する他の期間）に関して送信ギャッ
プパターンを規定するのではなく、無線ネットワークノード１０は、送信ギャップ期間Ｔ

Ｇおよび最大連続送信間隔ＴＭなど、（たとえば、一様なＭＣＳテーブルにおける）シス
テムデバイスの各々によってアクセス可能であるあらかじめ規定されたパラメータ値に基
づいて送信ギャップパターンを規定するように設定され得る。
【０１０３】
　さらなる実施形態では、送信ギャップパターンは、そのパターンにおける特定のスケジ
ュールされた送信ギャップのフィーチャに関する追加情報を伴ってシグナリングされ得る
。たとえば、スケジューリング情報は、スケジュールされた送信ギャップのうちの１つま
たは複数がドーマントギャップを構成することになるのかアクティブギャップを構成する
ことになるのかに関する情報をさらに含み得る。このおよび他の送信ギャップパターン特
性（たとえば、図１０に関して以下で説明されるサブキャリア固有の割り当てなど）は、
追加または代替として、ＲＲＣシグナリング、ＤＣＩメッセージを経由して、またはブロ
ードキャストメッセージ（たとえば、システム情報ブロック（ＳＩＢ）シグナリングなど
のシステム情報メッセージ）を経由して送信された１つまたは複数の明示的設定メッセー
ジを通してシグナリングされ得る。
【０１０４】
　図１０は、たとえば、ＮＢ　ＩｏＴシステムにおいて、複数の同時信号送信を可能にす
るためにサブキャリアレベルリソース割り振りを利用する、本開示の例示的な実施形態に
よる、時間ブロック２２のグループを例示する。たとえば、時間ブロック２２Ｉに示され
ているように、システム帯域幅２４全体が、繰返し送信サブキャリア７００（時間ブロッ
ク２２Ｉ中のサブキャリア番号１、２、および３）と送信ギャップサブキャリア７０２（
サブキャリア番号４～１２）とにグループ化され得る１２個のサブキャリア（あるいは、
いくつかの例では、より多いまたはより少ないサブキャリア）に分割され得る。そうした
ことから、（図１０の時間ブロック２２Ａ中でなど）無線ネットワークノード１０または
ワイヤレス通信デバイス１２からの単一の送信のためにシステムの利用可能な周波数帯域
幅２４全体をスケジュールするのではなく、周波数帯域幅２４は、複数の信号のコンカレ
ント送信を容易にするために分割され得る。
【０１０５】
　しかしながら、上記で説明されたように、本開示のワイヤレス通信デバイス１２は半二
重通信に限定され得る。それゆえ、一態様では、特定のデバイス１２がシステム周波数サ
ブキャリアのサブセットを介してデータブロック繰返しを送信（または受信）している場
合、その同じデバイス１２は、残りのサブキャリアを介したさらなる送信のために、同時
に受信無線ノード（または送信無線ノード）としてサーブすることが可能でないことがあ
る。加えて、図１０のシステム帯域幅２４は、示されているように、２つのグループ７０
０および７０２に分割されるが、周波数帯域幅２４をより大きい数のサブキャリアグルー
プに分割するためのリソーススケジューリング技法も実装され得るので、この態様は限定
するものではない。
【０１０６】
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　少なくともいくつかの実施形態では、ワイヤレス通信システムは、狭帯域インターネッ
ト・オブ・シングス（ＮＢ－ＩｏＴ）仕様に従って動作する。この点について、本明細書
で説明される実施形態は、特定の無線アクセス技術を使用して、互換的にワイヤレス端末
またはＵＥとも呼ばれるワイヤレス通信デバイスと無線通信チャネルを介して通信する無
線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）中で、またはそのＲＡＮに関連して動作するコンテキ
ストにおいて説明される。より具体的には、いくつかの実施形態は、特に、ＮＢ－ＩｏＴ
のための仕様の開発が、拡張ＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワークと呼ばれることがあ
り、ＬＴＥシステムとして広く知られている、Ｅ－ＵＴＲＡＮによって現在使用されてい
る、スペクトルにおけるおよび／または機器を使用するＮＢ－ＩｏＴ動作のための仕様の
開発に関係するので、ＮＢ－ＩｏＴのための仕様の開発のコンテキストにおいて説明され
る。
【０１０７】
　ＮＢ－ＩｏＴシステムにおける通信のためにただ１つの利用可能なＰＲＢを有すること
とともに、制御およびユーザデータ送信の要求された繰返しは、ＵＥが、比較的大きい数
の送信繰返しを要求する不十分なカバレッジ中にあり、それにより、延長期間にわたって
限られた利用可能なシステム周波数帯域幅を阻止する場合、大きなレイテンシ問題を引き
起こすことがある。結果として、通信用の媒体を必要とし得るシステム周波数帯域幅を共
有する他のＮＢ－ＩｏＴ　ＵＥは、場合によっては、ＵＥがＵＥの信号送信または受信を
完了するまで、待つことを強制されるであろう。これらの問題の複合化により、これまで
、データ受信または送信がｅＮＢとＵＥとの間で進行している間にｅＮＢがＵＥに制御メ
ッセージを伝達するために利用可能な技法はなかった。たとえば、不十分なカバレッジ中
のＵＥが繰返しのデータを送信するプロセス中にある場合、これまで、ｅＮＢがＵＬデー
タをすでに正常に受信した場合にｅＮＢが送信を停止するための制御されたやり方はなく
、ただ利用可能なシステム周波数帯域幅リソースがＵＥによって不必要に阻止された。
【０１０８】
　こうして、ＭＴＣサービスを大きい数の低電力デバイスに与える需要とともに、上記で
概説された時間および周波数帯域幅制約を仮定すれば、他のＵＥが適時にシステムの限ら
れた周波数帯域幅を利用し得るように、不十分なネットワークカバレッジ状況の下で送信
または受信するＵＥに制御シグナリングを与えるための技法の必要が存在する。
【０１０９】
　それゆえ、本開示で提示される技法は、送信ギャップがアップリンクチャネルまたはダ
ウンリンクチャネル（たとえば、ＰＵＳＣＨまたはＰＤＳＣＨ）を介したデータブロック
の繰り返される送信間に挿入される送信ギャップパターンに従って通信するように設定さ
れ得る無線ネットワークノード（たとえば、ｅＮＢ）および／またはワイヤレス通信デバ
イス（たとえば、ＵＥ）を利用する。さらに、本開示の態様はＮＢ－ＩｏＴシステムにお
いて実装され得るので、そのようなシステムの狭帯域性質と、システムによってサービス
されるＩｏＴデバイスの比較的限られた通信能力とを仮定すれば、これらの繰り返される
データブロック送信は、ＮＢ－ＩｏＴシステムの帯域幅全体を使用して送信され得、およ
び／または半二重方式で送信され得る。これらの態様を実装することによって、本明細書
のいくつかの実施形態は、不十分なシステムネットワークカバレッジを有するエリア中に
偶然位置する特定のＵＥとの長い通信期間中に、ＮＢ－ＩｏＴシステムの限られた利用可
能な周波数帯域幅が他のデバイスに対して阻止されることを妨げることができる。
【０１１０】
　本明細書で説明される例示的な実施形態によれば、ｅＮＢまたは他のワイヤレスアクセ
スポイントなど、無線ネットワークノードは、初めに、たとえば、ダウンリンク制御チャ
ネル（ＮＢ－ＰＤＣＣＨ）を介して、ダウンリンク割り振りメッセージを含んでいるダウ
ンリンク制御情報（ＤＣＩ）をシステムの１つまたは複数のワイヤレス通信デバイスに送
信し得る。このＤＣＩは、システムデバイスのための時間および周波数リソース割り当て
に関する情報、利用されることになる変調符号化方式、およびＮＢ－ＰＤＳＣＨを介して
送信されることになるデータブロックの繰返しの数を含んでいることがある。ＵＬデータ
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ブロック繰返し送信の場合、ワイヤレス通信デバイスは、アップリンク許可が受信される
とき、ＤＣＩ中のＮＢ－ＰＤＣＣＨ上でｅＮＢによって与えられる情報に基づいて、アッ
プリンクのために使用するためのアップリンク共有チャネル（ＮＢ－ＰＵＳＣＨ）リソー
ス（たとえば、時間および周波数）、ＭＣＳ、および繰返しレートを識別することができ
る。
【０１１１】
　さらに、本開示で説明される例示的な技法によれば、無線ネットワークノードは、繰返
し間の送信ギャップと時間的に混合される繰返し送信のパターンを生成し得る。結果とし
て、送信ギャップパターンが生成されると、無線ネットワークノードは、送信ギャップパ
ターンを指示する情報を、上記の制御情報を含んでいる同じＤＣＩまたは別個のＤＣＩ送
信中でワイヤレス通信デバイス（たとえば、本明細書で説明されるＮＢ　ＩｏＴシステム
実装形態におけるＮＢ　ＩｏＴ　ＵＥ）に送信し得る。
【０１１２】
　いくつかの実施形態では、無線ネットワークノードは、その後、たとえば、ＮＢ－ＰＤ
ＣＣＨを介して、さらなるＤＣＩメッセージまたは他の制御情報送信を経由して、ワイヤ
レス通信デバイスにアクティブ化信号を送信し得る。送信ギャップパターン、特性システ
ム制御情報、および潜在的に、１つまたは複数のＤＣＩ中に含まれているアクティブ化信
号を受信すると、ワイヤレス通信デバイスまたは無線ネットワークノードは、利用されて
いる送信ギャップパターンにおいて規定された送信ギャップによって間欠的に中断され得
るデータブロック繰返しを送信することを開始し得る。どのデバイスが繰返しを送信して
いるのかに応じて、ワイヤレス通信デバイスまたは無線ネットワークノードのうちの一方
が送信ネットワークノードとして特徴づけられ、送信ギャップパターンが非アクティブ化
されるまで、他方が受信ネットワークノードとして特徴づけられ得る。
【０１１３】
　繰返し送信中に、受信無線ノードは、ダウンリンク例ではＮＢ－ＰＤＳＣＨを介して、
またはアップリンク送信例ではＰＵＳＣＨを介して搬送されるデータブロックの繰り返さ
れる送信を、ソフト合成および復号することを試み得る。代替実施形態が本開示によって
企図されるが、これらの繰り返されるデータブロック送信は、利用可能なシステム周波数
帯域幅全体にわたって送信され得る。
【０１１４】
　代替または追加として、送信は、いくつかのＩｏＴ　ＵＥの限られた通信能力に適応す
るために半二重方式で実施され得る。したがって、ワイヤレス通信デバイスがＮＢ－ＰＤ
ＳＣＨまたはＮＢ－ＰＵＳＣＨ上でデータを受信または送信しているとき、ワイヤレス通
信デバイスはＮＢ－ＰＤＣＣＨを同時に復号しない。結果として、データ繰返し受信／送
信が進行中である間にｅＮＢがＵＥにＤＣＩメッセージを与えることは、これまで可能で
なかった。このため、そのような制御情報は、送信ギャップパターンによって規定された
送信ギャップ中に（たとえば、ＤＣＩメッセージを経由して）システムのＩｏＴ　ＵＥに
送信され得る。例示的な一実施形態では、たとえば、データブロックのダウンリンク繰返
し送信における送信ギャップ中に、ＵＥは、ダウンリンク制御チャネル（ＮＢ－ＰＤＣＣ
Ｈ）をリッスンすることができ、（ＮＢ－ＰＤＳＣＨ上で）ダウンリンク受信を再開する
前に（ＨＡＲＱフィードバックまたはＣＳＩ／ＣＱＩフィードバックメッセージなどのよ
うな）送信を実施するためのアップリンク許可を受信し得る。
【０１１５】
　本明細書のいくつかの実施形態の送信ギャップパターン実装の結果として、時間および
周波数リソースは、無線ネットワークノードと、ＮＢ－ＩｏＴシステムのすべての通信デ
バイスとの間の制御情報およびデータの通信のために解放される。結果的に、増加された
システム容量、低減されたレイテンシおよび干渉、ならびにより低いデバイス電力消費が
、ＮＢ　ＩｏＴデバイスにおいて、および全体のシステムにおいて実現され得る。
【０１１６】
　それゆえ、ＮＢ－ＩｏＴコンテキストなどにおいて、本明細書のいくつかの実施形態は
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、概して、動的にオン／オフされ得るギャップパターンでＵＥを設定する。そのようなギ
ャップパターンによって、複数のＵＥに時分割多重化（ＴＤＭ）方式でシステムへのアク
セスを与えることが可能である。たとえば、ディープカバレッジ中のＵＥが、良好なカバ
レッジ中のＵＥとインターリーブされ得る。そのようなギャップは、（１２個よりも）多
くのＵＥが期間にわたってシステムへのアクセスを与えられ得るとき、ＮＢ－ＩｏＴのた
めに３ＧＰＰによってＦＤＭが採用されるかどうかにかかわらず、有用である。
【０１１７】
　さらに、ギャップ設定は、２つの主要なタイプ、すなわち、ドーマントギャップとアク
ティブギャップとに分割され得る。いくつかの実施形態では、ＵＥは、ドーマントギャッ
プにおいて、スリープし、電力を保存することができる。アクティブギャップにおいて、
ＵＥは、ＰＤＣＣＨをリッスン（受信および復号）し、ｅＮＢ制御コマンドに従い得る。
それら２つのタイプは組み合わせられ得、たとえば、ギャップパターンはタイプの混合か
らなり得る。
【０１１８】
　ギャップ設定は、いくつかの実施形態では、ＤＣＩメッセージを通してアクティブ化さ
れる。しかし、別の態様では、ギャップ設定アクティブ化はブロードキャストされたシス
テム情報の一部であり、固有のカバレッジ拡張（ＣＥ）レベルのみに適用可能であり得る
。
【０１１９】
　いくつかの実施形態は、不十分なカバレッジ中のＵＥとの長い連続通信期間（たとえば
、１００個のサブフレーム）中にＮＢ－ＩｏＴのＤＬ／ＵＬ　ＰＲＢが遮断されることを
妨げることを意図して、これらのギャップを導入する。カバレッジが限られたＵＥへの長
いＮＢ－ＰＤＳＣＨ送信中に、たとえば、送信ギャップが、ｅＮＢスケジューラが他のＵ
Ｅをサーブすることを可能にするために導入される。図１１は一例を例示する。
【０１２０】
　図１１に示されているように、送信ギャップは、カバレッジが限られたＵＥ－１への長
いＮＢ－ＰＤＳＣＨ送信中に導入される。ＮＢ－ＰＤＳＣＨ送信は最大連続送信間隔ＴＭ

を受け、最大連続送信間隔ＴＭの後に、持続時間ＴＧをもつ送信ギャップが挿入される。

である限り、そのような送信ギャップソリューションは、周波数分割多重化ソリューショ
ンに基づいて他のＵＥをサーブするのと、平均して同じ量のリソースを保持することがで
き、それにより、１２個の利用可能なサブキャリアのうちのＮ１上での１つのＵＥのＮＢ
－ＰＤＳＣＨ送信中に、スケジューラは、サブキャリアの残りの部分１２－Ｎ１を使用し
て他のＵＥにＮＢ－ＰＤＳＣＨまたはＮＢ－ＰＤＣＣＨをサーブし得る。しかも、送信ギ
ャップ手法は、そのようなＦＤＭソリューションの場合のように、ＮＢ－ＰＤＣＣＨ探索
空間に複雑さを導入することなしにそうすることが可能である（すなわち、探索空間設定
およびＮＢ－ＰＤＣＣＨ設定は、ＮＢ－ＰＤＣＣＨのために利用可能なサブキャリアの数
に依存する）。この点について、ＮＢ－ＰＤＣＣＨがすべての場合において１２個のサブ
キャリアのために設定されることが望ましい。
【０１２１】
　ＮＢ－ＰＤＳＣＨのために送信ギャップソリューションおよび時分割多重化（ＴＤＭ）
原理を使用することは、ＮＢ－ＩｏＴが、ＬＴＥと同じく、１２個のサブキャリアとして
周波数的な基本スケジューリングユニットを保つことを可能にする。それはさらに、ＮＢ
－ＰＤＣＣＨが常に１２個のサブキャリアに基づいて設定されるので、ＮＢ－ＰＤＣＣＨ
の設定を簡略化する。
【０１２２】
　本明細書の他の実施形態では、ダウンリンク割り振り中にダウンリンク送信ギャップが
導入される。この場合、ＵＥは、ダウンリンク制御チャネル（ＮＢ－ＰＤＣＣＨ）をリッ
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スンすることができ、（ＮＢ－ＰＤＳＣＨ上で）ダウンリンク受信を再開する前に（ＨＡ
ＲＱフィードバックまたはＣＳＩ／ＣＱＩのような何か他のものなどのような）何かを送
るためのアップリンク許可を得ることができる。
【０１２３】
　いくつかの実施形態におけるＮＢ－ＩｏＴのコンテキストにおける説明にもかかわらず
、本技法は、他のワイヤレスネットワークに、ならびにＥ－ＵＴＲＡＮの後継に適用され
得ることが諒解されよう。こうして、ＬＴＥのための３ＧＰＰ規格からの用語法を使用し
た、信号への本明細書での言及は、他のネットワークでは、同様の特性および／または目
的を有する信号に、より一般的に適用されることを理解されたい。
【０１２４】
　本明細書の様々な実施形態が、データブロックの送信ならびにそのデータブロックの１
つまたは複数の繰返しを含むデータブロック送信のコンテキストにおいて説明されたが、
本明細書の実施形態は、他のタイプのデータブロック送信にも及ぶ。それゆえ、概して、
送信ギャップは、データブロックの送信を中断させるか、またはさもなければ、データブ
ロックの送信においてギャップを作成し得る。
【０１２５】
　本明細書の無線ネットワークノード１０は、無線信号を介して別のノードと通信するこ
とが可能な任意のタイプのネットワークノード（たとえば、基地局）である。ワイヤレス
通信デバイス１２は、無線信号を介して無線ネットワークノード１０と通信することが可
能な任意のタイプのデバイスである。それゆえ、ワイヤレス通信デバイス１２は、マシン
ツーマシン（Ｍ２Ｍ）デバイス、マシン型通信（ＭＴＣ）デバイス、ＮＢ－ＩｏＴデバイ
スなどを指し得る。ワイヤレスデバイスはＵＥでもあり得るが、ＵＥが、必ずしも、デバ
イスを所有し、および／または動作させる個人という意味での「ユーザ」を有するとは限
らないことに留意されたい。ワイヤレスデバイスは、コンテキストが別段に指示しない限
り、無線デバイス、無線通信デバイス、ワイヤレス端末、または単に端末と呼ばれること
もあり、これらの用語のいずれかの使用は、デバイスツーデバイスＵＥまたはデバイス、
マシンタ型デバイスまたはマシンツーマシン通信が可能なデバイス、ワイヤレスデバイス
を装備したセンサー、ワイヤレス対応テーブルコンピュータ、モバイル端末、スマートフ
ォン、ラップトップ埋込み機器（ＬＥＥ）、ラップトップ搭載機器（ＬＭＥ）、ＵＳＢド
ングル、ワイヤレス顧客構内機器（ＣＰＥ）などを含むものとする。本明細書の議論では
、マシンツーマシン（Ｍ２Ｍ）デバイス、マシン型通信（ＭＴＣ）デバイス、ワイヤレス
センサー、およびセンサーという用語も使用され得る。これらのデバイスはＵＥであり得
るが、概して直接の人間対話なしにデータを送信および／または受信するように設定され
ることを理解されたい。
【０１２６】
　ＩｏＴシナリオでは、本明細書で説明されるワイヤレス通信デバイスは、監視または測
定を実施し、そのような監視測定の結果を別のデバイスまたはネットワークに送信する、
マシンまたはデバイスであり得るか、あるいはその中に含まれ得る。そのようなマシンの
特定の例は、電力計、産業用機械類、あるいは家庭用または個人用器具、たとえば、冷蔵
庫、テレビジョン、時計などの個人用ウェアラブルなどである。他のシナリオでは、本明
細書で説明されるワイヤレス通信デバイスは、車両中に含まれ得、車両の動作ステータス
または車両に関連する他の機能の監視および／あるいは報告を実施し得る。
【０１２７】
　上記で説明された送信無線ノード（たとえば、ユーザ機器または基地局）が、任意の機
能的手段またはユニットを実装することによって本明細書の処理を実施し得ることに留意
されたい。一実施形態では、たとえば、送信無線ノードは、図２Ａ、図３Ａ、および／ま
たは図７に示されているステップを実施するように設定されたそれぞれの回路を含む。回
路は、この点について、ある機能的処理を実施することに専用の回路および／またはメモ
リとともに１つまたは複数のマイクロプロセッサを含み得る。読取り専用メモリ（ＲＯＭ
）、ランダムアクセスメモリ、キャッシュメモリ、フラッシュメモリデバイス、光記憶デ
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バイスなど、１つまたはいくつかのタイプのメモリを含み得るメモリを採用する実施形態
では、メモリは、１つまたは複数のマイクロプロセッサによって実行されたとき、本明細
書で説明される技法を行うプログラムコードを記憶する。
【０１２８】
　図１２Ａは、１つまたは複数の実施形態による、送信無線ノード８００Ａの追加の詳細
を例示する。示されているように、送信無線ノード８００Ａは、１つまたは複数の処理回
路８２０と１つまたは複数の無線回路８１０とを含む。１つまたは複数の無線回路８１０
は、１つまたは複数のアンテナ８４０を経由して送信するように設定される。１つまたは
複数の処理回路８２０は、メモリ８３０に記憶された命令を実行することなどによって、
たとえば、図２Ａ、図３Ａ、および／または図７中で上記で説明された処理を実施するよ
うに設定される。１つまたは複数の処理回路８２０は、この点について、いくつかの機能
的手段またはユニットを実装し得る。
【０１２９】
　図１２Ｂは、この点について、１つまたは複数の他の実施形態による、送信無線ノード
８００Ｂの追加の詳細を例示する。具体的には、送信無線ノード８００Ｂは、受信モジュ
ール／ユニット８５０、送信ギャップパターンモジュールまたはユニット８６０、および
／あるいは送信モジュールまたはユニット８７０を含み得る。送信モジュールまたはユニ
ット８７０は、たとえば、データブロックと、データブロックの１つまたは複数の繰返し
とを送信することによって、上記で説明されたように、その中に送信ギャップを伴う送信
６を送信するためのものであり得る。送信ギャップパターンモジュールまたはユニット８
６０は、上記で説明されたように、送信ギャップパターンを決定するためのものであり得
る。送信無線ノード８００Ｂが、組み合わせられた実施形態において受信無線ノードとし
ても機能する場合、受信ユニットまたはモジュール８５０は、上記で説明されたように、
その中に送信ギャップを伴う送信６を受信するためのものであり得る。受信ユニットまた
はモジュール８５０は、代替または追加として、送信ギャップ中に１つまたは複数の信号
（たとえば、制御信号）を受信するためのものであり得る。これらのモジュールまたはユ
ニットのうちの１つまたは複数は、図１２Ａ中の１つまたは複数の処理回路８２０によっ
て実装され得る。
【０１３０】
　同じく、上記で説明された受信無線ノード（たとえば、ユーザ機器または基地局）は、
任意の機能的手段またはユニットを実装することによって本明細書の処理を実施し得る。
一実施形態では、たとえば、受信無線ノードは、図２Ｂ、図３Ｂ、および／または図８に
示されているステップを実施するように設定されたそれぞれの回路を含む。回路は、この
点について、ある機能的処理を実施することに専用の回路および／またはメモリとともに
１つまたは複数のマイクロプロセッサを含み得る。読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダ
ムアクセスメモリ、キャッシュメモリ、フラッシュメモリデバイス、光記憶デバイスなど
、１つまたはいくつかのタイプのメモリを含み得るメモリを採用する実施形態では、メモ
リは、１つまたは複数のマイクロプロセッサによって実行されたとき、本明細書で説明さ
れる技法を行うプログラムコードを記憶する。
【０１３１】
　図１３Ａは、１つまたは複数の実施形態による、受信無線ノード９００Ａの追加の詳細
を例示する。示されているように、受信無線ノード９００Ａは、１つまたは複数の処理回
路９２０と１つまたは複数の無線回路９１０とを含む。１つまたは複数の無線回路９１０
は、１つまたは複数のアンテナ９４０を経由して受信するように設定される。１つまたは
複数の処理回路９２０は、メモリ９３０に記憶された命令を実行することなどによって、
たとえば、図２Ｂ、図３Ｂ、および／または図８のステップを実装する、上記で説明され
た処理を実施するように設定される。１つまたは複数の処理回路９２０は、この点につい
て、いくつかの機能的手段またはユニットを実装し得る。
【０１３２】
　図１３Ｂは、この点について、１つまたは複数の他の実施形態による、受信無線ノード
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９００Ｂの追加の詳細を例示する。具体的には、受信無線ノード９００Ｂは、受信モジュ
ール／ユニット９５０、送信ギャップパターンモジュールまたはユニット９６０、および
／あるいは送信モジュールまたはユニット９７０を含み得る。受信モジュールまたはユニ
ット９５０は、たとえば、データブロックと、データブロックの１つまたは複数の繰返し
とを受信することによって、上記で説明されたように、その中に送信ギャップを伴う送信
６を受信するためのものであり得る。送信ギャップパターンモジュールまたはユニット９
６０は、上記で説明されたように、送信ギャップパターンを決定するためのものであり得
る。受信無線ノード９００Ｂが、組み合わせられた実施形態において送信無線ノードとし
ても機能する場合、送信ユニットまたはモジュール９７０は、上記で説明されたように、
その中に送信ギャップを伴う送信６を送信するためのものであり得る。送信ユニットまた
はモジュール９７０は、代替または追加として、送信ギャップ中に１つまたは複数の信号
（たとえば、制御信号またはデータブロック）を送信するためのものであり得る。これら
のモジュールまたはユニットのうちの１つまたは複数は、図１３Ａ中の１つまたは複数の
処理回路９２０によって実装され得る。
【０１３３】
　したがって、上記の例示的な無線ノードに鑑みて、図１４～図１５は、いくつかの実施
形態によるユーザ機器（ＵＥ）１０００および基地局（たとえば、ｅＮＢ）１１００を例
示する。
【０１３４】
　図１４に示されているように、ＵＥ１０００は、１つまたは複数の処理回路１０２０と
１つまたは複数の無線回路１０１０とを含み得る。１つまたは複数の無線回路１０１０は
、ＵＥ１０００の内部および／または外部にあり得る１つまたは複数のアンテナ１０４０
を経由して（１つまたは複数の）無線信号を送信および／または受信するように設定され
得る。１つまたは複数の処理回路１０２０は、メモリ１０３０に記憶された命令を実行す
ることなどによって、たとえば、図２Ａ、図３Ｂ、図７、および／または図８のステップ
を実装する、上記で説明された処理を実施するように設定される。
【０１３５】
　図１５に示されているように、基地局（たとえば、ｅＮＢ）１１００は、１つまたは複
数の処理回路１１２０と１つまたは複数の無線回路１１１０とを含み得る。１つまたは複
数の無線回路１１１０は、基地局１１００の内部および／または外部にあり得る１つまた
は複数のアンテナ１１４０を経由して（１つまたは複数の）無線信号を送信および／また
は受信するように設定され得る。１つまたは複数の処理回路１１２０は、メモリ１１３０
に記憶された命令を実行することなどによって、たとえば、図２Ｂ、図３Ａ、図７、およ
び／または図８のステップを実装する、上記で説明された処理を実施するように設定され
る。
【０１３６】
　また、本明細書の実施形態が、対応するコンピュータプログラムをさらに含むことを、
当業者は諒解されよう。
【０１３７】
　コンピュータプログラムは、ノードの少なくとも１つのプロセッサによって実行された
とき、ノードに、上記で説明されたそれぞれの処理のいずれかを行わせる命令を含む。コ
ンピュータプログラムは、この点について、上記で説明された手段またはユニットに対応
する１つまたは複数のコードモジュールを含み得る。
【０１３８】
　実施形態は、そのようなコンピュータプログラムを含んでいるキャリアをさらに含む。
このキャリアは、電子信号、光信号、無線信号、またはコンピュータ可読記憶媒体のうち
の１つを含み得る。
【０１３９】
　本発明が本発明の本質的特徴から逸脱することなく本明細書に具体的に記載されるやり
方以外の他のやり方で行われ得ることを、当業者は認識されよう。こうして、本実施形態
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は、あらゆる点で、限定的ではなく例示的であると見なされるべきであり、添付の特許請
求の範囲の意味および等価範囲内に起こるすべての変更は、本明細書中に包含されるもの
とする。

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】

【図１３Ａ】

【図１３Ｂ】

【図１４】
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【図１５】

【手続補正書】
【提出日】平成29年11月13日(2017.11.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信システムにおいて使用するために設定されたユーザ機器（４、１２Ａ、
９００Ａ、９００Ｂ、１０００）によって実装される方法であって、
　時間的に送信ギャップのパターンを指示する１つまたは複数の設定メッセージを基地局
（２、１０、８００Ａ、８００Ｂ、１１００）から受信すること（２０６）と、
　データブロックと、前記データブロックの１つまたは複数の繰返しとのスケジューリン
グを指示するスケジューリングメッセージを受信することと、
　前記データブロックと、前記データブロックの前記１つまたは複数の繰返しとを含むス
ケジュールされた送信（６）を前記基地局（２、１０、８００Ａ、８００Ｂ、１１００）
から受信すること（２０８）であって、前記スケジュールされた送信（６）が、前記指示
されたパターンに従って、その中に送信ギャップを伴って受信される、受信すること（２
０８）と
を含む、方法。
【請求項２】
　前記１つまたは複数の設定メッセージが、各送信ギャップの持続時間を決定するために
使用可能である情報を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記１つまたは複数の設定メッセージが、前記指示されたパターンの前記送信ギャップ
の周期性を指示する情報を含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記１つまたは複数の設定メッセージが無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを含
む、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記スケジュールされた送信（６）を前記基地局（２、１０、８００Ａ、８００Ｂ、１
１００）から半二重方式で受信することを含む、請求項１から４のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項６】
　前記ワイヤレス通信システムのシステム帯域幅全体にわたって、前記スケジュールされ
た送信（６）を受信することを含む、請求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記ワイヤレス通信システムのシステム帯域幅が１８０ｋＨｚであり、前記スケジュー
ルされた送信（６）が１８０ｋＨｚの送信帯域幅を有する、請求項１から６のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項８】
　前記データブロックがトランスポートブロックである、請求項１から７のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項９】
　前記受信することが、前記指示されたパターンに従って、それらの間に送信ギャップを
伴う前記データブロックの繰返しを受信することを含む、請求項１から８のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項１０】
　前記送信ギャップのうちの１つまたは複数中に制御チャネルを介して前記基地局（２、
１０、８００Ａ、８００Ｂ、１１００）から制御情報を受信することをさらに含む、請求
項１から９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記制御情報が、１つまたは複数のアップリンク送信を実施するためのアップリンク許
可を含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記送信ギャップのうちの１つまたは複数中に前記ユーザ機器（４、１２Ａ、９００Ａ
、９００Ｂ、１０００）の１つまたは複数の受信機を非アクティブ化することをさらに含
む、請求項１から１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ワイヤレス通信システムが狭帯域インターネット・オブ・シングス（ＮＢ－ＩｏＴ
）システムである、請求項１から１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　ワイヤレス通信システムにおいて使用するために設定された基地局（２、１０、８００
Ａ、８００Ｂ、１１００）によって実装される方法であって、
　時間的に送信ギャップのパターンを指示する１つまたは複数の設定メッセージをユーザ
機器（４、１２Ａ、９００Ａ、９００Ｂ、１０００）に送信すること（２０２）と、
　データブロックと、前記データブロックの１つまたは複数の繰返しとのスケジューリン
グを指示するスケジューリングメッセージを前記ユーザ機器（４、１２Ａ、９００Ａ、９
００Ｂ、１０００）に送信することと、
　前記データブロックと、前記データブロックの前記１つまたは複数の繰返しとを含むス
ケジュールされた送信（６）を前記ユーザ機器（４、１２Ａ、９００Ａ、９００Ｂ、１０
００）に送信すること（２０４）であって、前記スケジュールされた送信（６）が、前記
指示されたパターンに従って、その中に送信ギャップを伴って送信される、送信すること
（２０４）と
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を含む、方法。
【請求項１５】
　前記１つまたは複数の設定メッセージが、各送信ギャップの持続時間を決定するために
使用可能である情報を含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記１つまたは複数の設定メッセージが、送信ギャップパターン（８）の前記送信ギャ
ップの周期性を指示する情報を含む、請求項１４または１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記１つまたは複数の設定メッセージが無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを含
む、請求項１４から１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ユーザ機器（４、１２Ａ、９００Ａ、９００Ｂ、１０００）に関して、前記スケジ
ュールされた送信（６）を前記ユーザ機器に半二重方式で送信することを含む、請求項１
４から１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ワイヤレス通信システムのシステム帯域幅全体にわたって、前記スケジュールされ
た送信（６）を送信することを含む、請求項１４から１８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ワイヤレス通信システムのシステム帯域幅が１８０ｋＨｚであり、前記スケジュー
ルされた送信（６）が１８０ｋＨｚの送信帯域幅を有する、請求項１４から１９のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項２１】
　前記データブロックがトランスポートブロックである、請求項１４から２０のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項２２】
　前記送信することが、前記指示されたパターンに従って、それらの間に送信ギャップを
伴う前記データブロックの繰返しを送信することを含む、請求項１４から２１のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項２３】
　前記送信ギャップのうちの１つまたは複数中に制御チャネルを介して前記ユーザ機器（
４、１２Ａ、９００Ａ、９００Ｂ、１０００）に制御情報を送信することをさらに含む、
請求項１４から２２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２４】
　前記制御情報が、１つまたは複数のアップリンク送信を実施するためのアップリンク許
可を含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項２５】
　前記送信ギャップのうちの１つまたは複数中に、前記ユーザ機器（４、１２Ａ、９００
Ａ、９００Ｂ、１０００）以外の、前記ワイヤレス通信システム中の１つまたは複数の無
線ノードと通信することをさらに含む、請求項１４から２４のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項２６】
　前記ワイヤレス通信システムが狭帯域インターネット・オブ・シングス（ＮＢ－ＩｏＴ
）システムである、請求項１４から２５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２７】
　ワイヤレス通信システムにおいて使用するために設定されたユーザ機器（４、１２Ａ、
９００Ａ、９００Ｂ、１０００）であって、
　時間的に送信ギャップのパターンを指示する１つまたは複数の設定メッセージを基地局
（２、１０、８００Ａ、８００Ｂ、１１００）から受信することと、
　データブロックと、前記データブロックの１つまたは複数の繰返しとのスケジューリン
グを指示するスケジューリングメッセージを受信することと、
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　前記データブロックと、前記データブロックの前記１つまたは複数の繰返しとを含むス
ケジュールされた送信（６）を前記基地局（２、１０、８００Ａ、８００Ｂ、１１００）
から受信することであって、前記スケジュールされた送信（６）が、前記指示された送信
ギャップパターン（８）に従って、その中に送信ギャップを伴って受信される、受信する
ことと
を行うように設定された、ユーザ機器。
【請求項２８】
　請求項１から１３のいずれか一項に記載の方法を実施するように設定された、請求項２
７に記載のユーザ機器。
【請求項２９】
　ワイヤレス通信システムにおいて使用するために設定された基地局（２、１０、８００
Ａ、８００Ｂ、１１００）であって、
　時間的に送信ギャップのパターンを指示する１つまたは複数の設定メッセージをユーザ
機器（４、１２Ａ、９００Ａ、９００Ｂ、１０００）に送信することと、
　データブロックと、前記データブロックの１つまたは複数の繰返しとのスケジューリン
グを指示するスケジューリングメッセージを前記ユーザ機器（４、１２Ａ、９００Ａ、９
００Ｂ、１０００）に送信することと、
　前記データブロックと、前記データブロックの前記１つまたは複数の繰返しとを含むス
ケジュールされた送信（６）を前記ユーザ機器（４、１２Ａ、９００Ａ、９００Ｂ、１０
００）に送信することであって、前記スケジュールされた送信（６）が、前記指示された
送信ギャップパターン（８）に従って、その中に送信ギャップを伴って送信される、送信
することと
を行うように設定された、基地局。
【請求項３０】
　請求項１４から２６のいずれか一項に記載の方法を実施するように設定された、請求項
２９に記載の基地局。
【請求項３１】
　ノード（２、４、１０、１２Ａ、８００Ａ、８００Ｂ、９００Ａ、９００Ｂ、１０００
、１１００）の少なくとも１つのプロセッサによって実行されたとき、前記ノード（２、
４、１０、１２Ａ、８００Ａ、８００Ｂ、９００Ａ、９００Ｂ、１０００、１１００）に
、請求項１から２８のいずれか一項に記載の方法を行わせる命令を含むコンピュータプロ
グラム。
【請求項３２】
　請求項３１に記載のコンピュータプログラムを含んでいるキャリアであって、電子信号
、光信号、無線信号、またはコンピュータ可読記憶媒体のうちの１つである、キャリア。
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